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三
月
三
〇
日
に
国
会
に
提
出
さ
れ

た
年
金
機
能
強
化
法
案
（
公
的
年
金

制
度
の
財
政
基
盤
及
び
最
低
保
障
機

能
の
強
化
等
の
た
め
の
国
民
年
金
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
）
と

四
月
一
三
日
に
国
会
に
提
出
さ
れ
た

年
金
一
元
化
法
案
（
被
用
者
年
金
制

度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生

年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
）
は
、
と
も
に
五
月
八
日
に

衆
議
院
本
会
議
で
趣
旨
説
明
と
代
表

質
問
が
行
わ
れ
、
社
会
保
障
と
税
の

一
体
改
革
に
関
す
る
特
別
委
員
会
に

お
い
て
、
五
月
一
七
日
か
ら
本
格
的

な
審
議
が
開
始
さ
れ
た
。

　

第
一
八
〇
回
通
常
国
会
に
は
、
あ

わ
せ
て
三
本
の
年
金
制
度
改
正
に
関

す
る
法
律
案
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。

右
の
二
法
案
の
ほ
か
に
、
平
成
二
四

年
度
の
基
礎
年
金
国
庫
負
担
割
合
二

分
の
一
を
維
持
す
る
た
め
の
交
付
国

債
の
発
行
と
年
金
額
の
特
例
水
準
を

三
年
間
で
解
消
す
る
こ
と
を
盛
り
込

ん
だ
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案
が
あ
る
。
こ
の
改
正
法
案
に
つ

い
て
は
、
右
の
二
法
案
と
は
別
に
特

別
委
員
会
で
は
な
く
厚
生
労
働
委
員

会
に
付
託
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
審

議
に
は
ま
だ
入
っ
て
い
な
い
。

平
成
二
二
年
公
的
年
金
加
入

状
況
等
調
査
の
概
要
を
公
表

　

厚
生
労
働
省
は
、「
平
成
二
二
年

の
公
的
年
金
加
入
状
況
調
査
」
の
概

要
を
と
り
ま
と
め
た
。

　

こ
の
調
査
は
、
公
的
年
金
の
加
入

状
況
・
受
給
状
況
、
就
業
状
況
、
世

帯
の
状
況
お
よ
び
公
的
年
金
に
関
す

る
周
知
度
等
を
調
査
し
、
公
的
年
金

加
入
状
況
・
受
給
状
況
ご
と
の
実
態

を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
、
年
金
事

業
の
運
営
お
よ
び
今
後
の
年
金
制
度

の
検
討
の
た
め
の
基
礎
資
料
を
得
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
全
体
の
公
的
年
金
加
入
状

況
を
み
る
と
、
平
成
二
二
年
一
一
月

末
に
お
け
る
二
〇
～
五
九
歳
の
公

的
年
金
加
入
者
は
六
、
四
五
七
万
人

で
あ
り
、
そ
の
内
訳
は
第
一
号
被
保

険
者
が
一
、
九
〇
六
万
六
千
人
、
第

二
号
被
保
険
者
が
三
、
五
四
一
万
四

千
人
、
第
三
号
被
保
険
者
が
一
、
〇

〇
九
万
一
千
人
と
な
っ
て
い
る
。
ま

た
、
非
加
入
者
（
第
一
号
未
加
入
者

や
経
過
的
未
届
者
等
を
含
む
）
は
八

九
万
九
千
人
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
割
合
で
み
る
と
、
二
〇
～

五
九
歳
の
人
口
六
、
五
四
六
万
九
千

人
に
占
め
る
第
一
号
被
保
険
者
、
第

二
号
被
保
険
者
、
第
三
号
被
保
険

者
、
非
加
入
者
の
割
合
は
そ
れ
ぞ
れ

二
九
・
一
％
、
五
四
・
一
％
、
一
五
・

四
％
、
一
・
四
％
と
な
っ
て
お
り
、

平
成
一
六
年
調
査
の
結
果
と
比
較
す

る
と
第
一
号
被
保
険
者
と
第
三
号
被

保
険
者
は
減
少
し
、
第
二
号
被
保
険

者
は
増
加
、
非
加
入
者
は
横
ば
い
と

な
っ
て
い
る
。

　

次
に
、
就
業
形
態
別
の
公
的
年
金

加
入
状
況
を
み
る
と
、
平
成
二
二
年

一
一
月
末
現
在
、
二
〇
～
五
九
歳
の

者
の
就
業
形
態
別
公
的
年
金
加
入
状

況
は
、
自
営
業
主
、
家
族
従
業
者
、

臨
時
・
不
定
期
、
非
就
業
者
に
つ
い

て
は
第
一
号
被
保
険
者
の
割
合
が
最

も
高
く
、
そ
れ
ぞ
れ
七
八
・
二
％
、

七
六
・
四
％
、
四
五
・
二
％
、
四
八
・

初夏の秀峰栗駒山中腹の世界谷地原生花園（せかいやちげんせいかえん）に群生するニッコウキスゲ。
（写真提供：宮城県栗原市）

二
％
と
な
っ
て
お
り
、
会
社
員
・
公

務
員
（
臨
時
・
不
定
期
で
な
い
パ
ー

ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
を
含
む
）
で
は
八

五
・
〇
％
が
第
二
号
被
保
険
者
と
な

っ
て
い
る
。

　

公
的
年
金
の
受
給
状
況
は
、
平
成

二
二
年
一
一
月
末
現
在
に
お
い
て
六

五
歳
以
上
の
公
的
年
金
受
給
者
（
恩

給
受
給
者
を
除
く
）
は
二
、
八
三
九

万
五
千
人
、
裁
定
請
求
を
し
て
い
な

い
者
や
恩
給
受
給
者
を
含
む
未
受
給

者
は
八
八
万
六
千
人
と
な
っ
て
お

り
、
そ
れ
ぞ
れ
六
五
歳
以
上
人
口
に

占
め
る
割
合
は
九
七
・
〇
％
、
三
・

〇
％
で
あ
る
。

　

老
後
の
生
活
設
計
に
つ
い
て
は
、

「
老
後
の
収
入
と
し
て
見
込
ん
で
い

る
も
の
」
に
つ
い
て
の
回
答
（
複
数

回
答
）
を
み
る
と
、
公
的
年
金
が
八

三
・
四
％
と
最
も
高
く
、
次
い
で
貯

蓄
・
退
職
金
の
取
り
崩
し
が
四
〇
・

五
％
、
自
分
で
働
く
が
二
六
・
六
％

と
な
っ
て
い
る
。

三
月
末
現
在
の
国
年
保
険
料
の

納
付
率
は
五
八・〇
％

年
金
機
能
強
化
法
案
と
年
金
一
元
化
法
案
の
国
会
審
議
始
ま
る

Topics

　

厚
生
労
働
省
は
、
平
成
二
四
年
三

月
末
現
在
の
国
民
年
金
保
険
料
の
納

付
率
（
平
成
二
四
年
二
月
分
ま
で
）

を
公
表
し
た
。

　

そ
れ
に
よ
る
と
、
平
成
二
三
年
四

月
か
ら
平
成
二
四
年
二
月
の
国
民
年

金
保
険
料
の
う
ち
、
平
成
二
四
年
三

月
末
ま
で
に
納
付
さ
れ
た
月
数
を
集

計
し
た
現
年
度
分
の
納
付
率
は
、
五

八
・
〇
％
で
、
対
前
年
同
期
比
で
マ

イ
ナ
ス
〇
・
七
％
と
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
過
年
度
分
に
つ
い
て
は
、

平
成
二
一
年
度
分
の
納
付
率
（
平
成

二
一
年
四
月
分
～
平
成
二
二
年
三
月

分
の
保
険
料
の
う
ち
、
平
成
二
四
年

三
月
末
ま
で
に
納
付
さ
れ
た
月
数
の

割
合
）
は
六
五
・
二
％
で
、
平
成
二

一
年
度
末
か
ら
五
・
二
ポ
イ
ン
ト
の

伸
び
と
な
っ
て
お
り
、
平
成
二
二
年

度
分
の
納
付
率
（
平
成
二
二
年
四
月

分
～
平
成
二
三
年
三
月
分
の
保
険
料

の
う
ち
、
平
成
二
四
年
三
月
末
ま
で

に
納
付
さ
れ
た
月
数
の
割
合
）
は
六

二
・
〇
％
で
、
平
成
二
二
年
度
末
か

ら
二
・
七
ポ
イ
ン
ト
の
伸
び
と
な
っ

て
い
る
。

C o n t e n t s

4 ㈳日本国民年金協会

23年度事業報告及び24年度事業計画等が提案
どおり承認された。

第54回定期総会を開催

8 ご活用ください

市区町村の広報誌にそのままご使用いただける、
タイムリーな記事を掲載します。

市区町村の広報誌（紙）掲載用記事

5

独立行政法人医薬品医療機器総合機構の平岩
勝企画調整部長にご講演いただいた。

第54回定期総会

特別講演ダイジェスト

7

会員のみなさま、年金委員のみなさま、実務
者のみなさまのお役に立つ情報を掲載します。

「国民年金よくある質問」
「厚生年金よくある質問」

2

明るく元気な職場を実現するための運動を展
開する藤田東克夫中国ブロック本部長にイン
タビューした。

3

チャレンジ精神旺盛の所長が率いる年金事務
所。香川県の高松東年金事務所を取材した。

頑張る！　年金事務所

高松東年金事務所

6

今回は、国による関与等の見直しと整備につい
て、どのように再編成が行われたか解説する。

地方分権10年と国民年金事務（続）

中国ブロック本部長に聞く
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保
険
料
後
納
制
度
の
広
報
等

地
域
型
の
年
金
委
員
に
期
待

―
―
年
金
委
員
へ
の
取
組
み
を
聞
か

せ
て
く
だ
さ
い
。

　

年
金
委
員
は
厚
生
労
働
大
臣
の
委

嘱
な
ん
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
広
報

経
費
が
つ
い
て
い
な
い
た
め
、
や
れ

る
こ
と
に
は
限
り
が
あ
る
わ
け
で
す
。

中
国
ブ
ロ
ッ
ク
本
部
と
し
て
は
、
ま

さ
に
「
や
れ
る
こ
と
を
精
一
杯
や
る
」

と
い
う
構
え
で
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

職
域
型
の
年
金
委
員
に
つ
い
て

は
、
今
ま
で
ど
お
り
職
場
で
広
報
Ｐ

Ｒ
を
中
心
に
各
種
の
支
援
を
お
願
い

し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
地
域
型

の
年
金
委
員
に
つ
い
て
は
国
民
年
金

保
険
料
の
後
納
制
度
は
じ
め
、
地
域

の
住
民
の
方
々
に
知
っ
て
い
た
だ
き

た
い
情
報
が
あ
り
、
年
金
委
員
の

方
々
に
は
ご
苦
労
を
か
け
ま
す
が
、

期
待
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

―
―
中
国
ブ
ロ
ッ
ク
本
部
と
し
て
の

重
点
課
題
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

　

組
織
内
の
情
報
伝
達
と
進
捗
管
理

を
適
切
に
行
い
、
明
る
く
元
気
な
職

場
の
実
現
に
向
け
て
「
コ
マ
ツ
ナ
は

ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ
」
運
動
を
推
進
し
て

い
ま
す
。
コ
＝
困
っ
た
と
き
、
マ
＝

迷
っ
た
と
き
、
ツ
＝
辛
い
と
き
、
ナ

＝
悩
ん
だ
と
き
、
は
ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ

「
報
告
、
連
絡
、
相
談
」
を
と
い
う

こ
と
な
ん
で
す
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て

組
織
内
と
職
員
相
互
間
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
活
性
化
を
図
っ
て
い

ま
す
。

　

ま
た
機
構
本
部
、
中
国
ブ
ロ
ッ
ク

本
部
、
年
金
事
務
所
間
の
連
絡
を
密

に
し
、
適
正
な
進
捗
管
理
に
心
が
け

た
い
で
す
ね
。
職
場
の
交
流
会
等
を

と
お
し
て
「
風
通
し
の
良
い
職
場
づ

く
り
」
を
目
指
し
ま
す
。

　

今
、職
員
に
求
め
て
い
る
の
は「
一

考
す
る
」
習
慣
の
浸
透
を
図
っ
て
、

「
自
ら
行
動
す
る
」
よ
う
に
し
て
も

ら
い
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た

そ
の
実
現
に
向
け
て
次
の
よ
う
な
Ｐ

Ｔ
を
立
ち
上
げ
取
り
組
ん
で
い
る
と

こ
ろ
で
す
。

①
自
己
研
鑽
と
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
を
目

的
と
し
た
「
勉
強
会
」
を
開
催
し
、

人
材
育
成
に
つ
な
げ
る
。

②「
一
考
あ
れ
こ
れ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

を
設
置
し
、職
員
一
人
ひ
と
り
の「
自

ら
考
え
、
行
動
す
る
」
実
践
に
向
け

て
の
簡
単
な
「
一
〇
か
条
」
を
作
成

し
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

③
ま
た
、
若
手
職
員
に
よ
る
「
一
考

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
」を
設
置
し
、

柔
軟
な
思
考
と
チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
を

も
っ
て
行
動
す
る
力
を
育
む
た
め
の

検
討
を
行
っ
て
い
ま
す
。

―
―
国
民
年
金
の
収
納
率
向
上
に
は

ブ
ロ
ッ
ク
本
部
と
し
て
ど
の
よ
う
に

取
り
組
み
ま
す
か
。

　

行
動
計
画
に
基
づ
い
て
、
年
金
事

務
所
へ
必
要
な
支
援
・
指
導
を
行
っ

て
、
計
画
が
遅
れ
気
味
だ
っ
た
り
納

付
率
が
低
調
な
年
金
事
務
所
か
ら
は

原
因
が
ど
こ
に
あ
る
か
ヒ
ア
リ
ン
グ

等
を
行
い
、
必
要
な
改
善
策
を
指
示

す
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。ま
た「
国

民
年
金
収
納
対
策
強
化
事
務
所
」
に

指
定
さ
れ
た
年
金
事
務
所
へ
の
支
援

を
強
化
し
、
収
納
対
策
全
般
の
取
組

み
状
況
を
ヒ
ア
リ
ン
グ
し
、
具
体
的

な
取
組
み
の
指
導
を
行
い
ま
す
。

　

市
場
化
テ
ス
ト
受
託
業
者
と
の
連

携
を
図
る
た
め
、
業
者
と
年
金
事
務

所
の
月
例
打
合
せ
会
議
に
は
ブ
ロ
ッ

ク
本
部
か
ら
も
出
席
し
、
未
納
者
の

所
得
情
報
等
を
活
用
し
て
属
性
区
分

に
応
じ
た
免
除
対
策
と
収
納
対
策
に

速
や
か
に
取
組
み
で
き
る
よ
う
に
指

導
・
助
言
・
提
案
を
行
う
こ
と
に
し

て
い
ま
す
。

全
国
で
ト
ッ
プ
の
納
付
率

前
年
実
績
も
唯
一
上
回
る

―
―
中
国
ブ
ロ
ッ
ク
の
国
民
年
金
の

納
付
率
は
如
何
で
す
か
？

　

二
月
末
で
六
三
・
二
七
％
で
全
国

平
均
の
五
七
・
五
六
％
を
大
き
く
上

回
っ
て
全
国
の
ブ
ロ
ッ
ク
で
ト
ッ
プ

の
成
績
で
す
。
ま
た
、
中
国
ブ
ロ
ッ

ク
以
外
の
ブ
ロ
ッ
ク
は
前
年
実
績
を

下
回
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

中
国
ブ
ロ
ッ
ク
だ
け
前
年
実
績
を
上

回
り
ま
し
た
。

　

職
員
の
力
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き

い
と
思
い
ま
す
が
、
も
と
も
と
納
付

率
の
高
い
地
域
と
瀬
戸
内
海
沿
岸
部

「年金図書」平成24年度改訂のご案内 好評発売中好評発売中

Vol.1　老齢年金－加入と請求手続き Ｂ5判　定価1,050円（本体1,000円＋税）
Vol.2　老齢年金－年金額の計算 Ｂ5判　定価1,260円（本体1,200円＋税）
Vol.3　遺族年金と障害年金 Ｂ5判　定価1,050円（本体1,000円＋税）

年金相談に携わる人を対象に、具体的な相談例を挙げてＱ
（問題）とＡ（解答）および解説を掲載。問題の例文を読み、考
え、かつ解くことで、相談者に的確に答えられるように編集。年
金相談の現場力を自らの力とし、高めることができる問題集。

東京 ☎（03）3252-7901　関西 ☎（06）6765-7836
中部 ☎（052）951-0261　中国 ☎（082）223-2707

A5判　定価4,200円（本体4,000円＋税）A5判　定価2,520円（本体2,400円＋税）

制度の仕組みと給付の受け方を、わか
りやすく、詳しく解説。届出・請求書の様
式は記載例つきで収録。

Ｂ５判　定価2,310円（本体2,200円＋税）

東京都社会保険労務士会 企画　
東京社会保険労務士協同組合 編集
年金相談の心得、国民年金・厚生年金制
度のしくみ、老齢・障害・遺族給付をわかりや
すく解説。Ｑ＆Ａ形式で、詳細な説明により、
より深くポイントが理解できるよう編集。

B5判　定価4,410円（本体4,200円＋税）

国民年金・厚生年金の受給要件・年金
額・諸手続きを図解・記載例などにより、
わかりやすく解説した年金実務書の決
定版。

法律の条文ごとに、関係政令・省令・通
知等を収載し、法令上の根拠、行政解
釈・事務取扱いの全容が体系的にわか
るように編集。

現場力を高める!! 年金相談Ｑ＆Ａ  （平成24年度版） 

年金相談ＡからＺ  （平成24年度版） 

国民年金法総覧  （平成24年4月版） 

年金相談の手引  （平成24年度版） 国民年金ハンドブック  （平成24年度版） 

な
ど
納
付
率
の
低
い
地
域
を
分
け
て

戦
略
的
に
や
っ
て
い
る
こ
と
も
効
果

を
上
げ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

―
―
そ
の
他
に
取
り
組
ま
れ
て
い
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
か
？

　

大
学
、
短
大
、
専
門
学
校
へ
の
学

生
納
付
特
例
制
度
の
周
知
、
取
組
み

も
き
め
細
か
く
や
っ
て
い
ま
す
し
、

特
に
外
国
人
留
学
生
対
策
に
は
力
を

　

五
月
二
九
日
、
千
葉
県
国
民
年
金

委
員
会
は
千
葉
市
内
で
第
四
回
定
期

総
会
を
開
催
し
、
二
三
年
度
事
業
報 

告
と
収
支
決
算
、
二
四
年
度
事
業
計

画
及
び
収
支
予
算
案
を
満
場
一
致
で

可
決
し
た
。
ま
た
日
本
年
金
機
構
の

発
足
に
と
も
な
い
従
来
の
「
国
民
年

金
委
員
」
が
厚
生
労
働
大
臣
委
嘱
の

「
年
金
委
員
」
に
改
め
ら
れ
た
こ
と

及
び
他
県
年
金
委
員
会
活
動
と
の
協

調
を
図
る
た
め
、
名
称
を
、
千
葉
県

地
域
型
年
金
委
員
会
に
改
め
る
件
も

　

全
国
都
市
国
民
年
金
協
議
会
の
総

会
及
び
研
修
会
は
、
八
月
三
一
日

（
金
）
午
後
『
な
ら
１
０
０
年
会
館
』

（
奈
良
市
三
条
宮
前
町
七
―
一
）
で

開
催
さ
れ
る
。

　

全
国
都
市
国
民
年
金
協
議
会
は
、

全
国
都
市
間
の
連
携
の
も
と
に
国
民

年
金
制
度
の
調
査
研
究
を
行
い
、
制

度
の
円
滑
な
運
営
と
そ
の
健
全
に
発

展
に
寄
与
す
る
こ
と
目
的
と
し
て
、

昭
和
三
八
年
の
発
足
以
来
、
本
年
の

奈
良
市
の
開
催
で
五
〇
回
を
迎
え
る
。

　

国
民
年
金
制
度
は
、
市
区
町
村
の

係
わ
り
が
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い

入
れ
て
い
ま
す
。
国
民
の
皆
様
の
年

金
権
の
確
保
の
た
め
に
、
鋭
意
、
頑

張
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
年
金
月

間
の
取
組
み
で
は
、
琴
や
尺
八
が
得

意
な
職
員
が
い
て
、
病
院
や
老
人
ホ

ー
ム
で
の
年
金
相
談
を
行
う
際
に
、

歌
詞
カ
ー
ド
を
配
布
し
演
奏
と
一
緒

に
お
客
様
に
歌
っ
て
も
ら
っ
た
り
、

と
て
も
喜
ば
れ
て
い
る
ん
で
す
よ
。

了
承
さ
れ
た
。

　

な
お
冒
頭
、
岩
瀬
会
長
か
ら
「
国

民
年
金
の
納
付
率
が
三
年
連
続
し
て

低
下
し
て
い
る
と
の
報
道
が
さ
れ
て

い
る
。
納
付
を
し
な
い
あ
る
い
は
猶

予
の
申
告
を
し
な
け
れ
ば
、
本
人
が

将
来
損
を
す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
で

い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。

将
来
の
無
年
金
者
を
無
く
す
た
め
に

も
、
年
金
の
広
報
活
動
に
力
を
入
れ

て
行
き
た
い
」
と
の
力
強
い
挨
拶
が

あ
っ
た
。

制
度
で
あ
る
が
、
市
区
町
村
の
係
わ

り
が
大
き
く
変
わ
る
中
こ
れ
ま
で
と

同
様
に
協
議
会
を
運
営
し
調
査
研
究

結
果
な
ど
を
踏
ま
え
、厚
生
労
働
省
、

日
本
年
金
機
構
な
ど
に
要
望
活
動
を

行
っ
て
い
る
。

　

今
回
は
近
畿
ブ
ロ
ッ
ク
の
奈
良
市

が
総
会
・
研
修
会
の
開
催
担
当
と
な

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
近
畿
厚
生

局
、
日
本
年
金
機
構
近
畿
ブ
ロ
ッ
ク

本
部
、
近
畿
管
内
年
金
事
務
所
の
所

長
お
よ
び
国
民
年
金
課
長
に
、
出
席

を
呼
び
掛
け
て
い
る
。

第
五
〇
回
全
国
都
市
国
民
年
金
協
議
会
が

奈
良
市
で
八
月
三
一
日
開
催

千
葉
県
国
民
年
金
委
員
会

名
称
を
「
地
域
型
」
に
変
更

藤田東克夫中国ブロック本部長

　
　
　
　 藤
田
東
克
夫

中
国
ブ
ロ
ッ
ク
本
部
長
に
聞
く

　
　
　
　 藤
田
東
克
夫

中
国
ブ
ロ
ッ
ク
本
部
長
に
聞
く

日
本
年
金
機
構

明
る
く
元
気
な
職
場
の
実
現
へ

コ
マ
ツ
ナ
は
ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ
運
動
を
展
開

明
る
く
元
気
な
職
場
の
実
現
へ

コ
マ
ツ
ナ
は
ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ
運
動
を
展
開
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変
化
は
進
歩
の
た
め
の
好
機
、

変
化
に
強
い
人
材
育
成
が
目
標

年金事務所
　
高
松
市
は
人
口
四
二
万
人
の
中
核
市
で
あ
る
。
四
国
第
一
の
都
市
圏
と
い
わ
れ
て
い
る
高
松
都
市

圏
の
中
心
で
も
あ
る
だ
け
に
、
ア
ー
ケ
ー
ド
街
が
見
事
に
整
っ
た
活
気
の
あ
る
街
だ
。

　
高
松
市
は
、
古
く
か
ら
四
国
に
お
け
る
交
通
の
要
衝
と
し
て
発
達
し
て
き
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
市
内

に
は
国
の
出
先
機
関
が
多
数
存
在
し
て
い
る
。

　
日
本
年
金
機
構
の
四
国
ブ
ロッ
ク
本
部
も
こ
の
高
松
市
に
あ
る
。

　
今
回
訪
問
し
た
の
は
高
松
市
内
に
二
つ
あ
る
年
金
事
務
所
の
う
ち
、
高
松
東
年
金
事
務
所
で
あ
る
。

理
）へ
の
対
応
で
あ
る
。
三
つ
目
は
、

こ
れ
か
ら
始
ま
る
算
定
基
礎
届
へ
の

対
応
で
あ
る
。

　

林
所
長
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
三

つ
の
課
題
に
ど
の
よ
う
に
対
処
し
て

い
く
か
、
職
員
の
人
材
育
成
と
い
う

点
も
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
職
員
の

効
率
的
な
活
用
方
法
を
考
え
つ
つ
、

「
全
所
態
勢
」
で
取
り
組
も
う
と
考

え
て
い
る
。

　

林
所
長
は
こ
う
語
る
。「
変
化
す

る
と
き
と
い
う
の
は
、
進
歩
す
る
機

会
と
な
り
ま
す
。
変
化
に
強
い
人
間

を
育
て
る
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま

す
。
身
近
な
と
こ
ろ
で
い
え
ば
、
職

員
に
は
人
事
異
動
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
人
事
異
動
と
い
う
変
化
こ
そ
、
プ

ラ
ス
に
と
ら
え
、
こ
れ
を
利
用
し
て

職
員
の
グ
レ
ー
ド
を
少
し
ず
つ
で
も

上
げ
さ
せ
た
い
で
す
。
自
分
自
身
の

体
験
か
ら
」。

　

終
始
温
厚
な
表
情
と
話
し
ぶ
り
な

が
ら
、
一
つ
一
つ
の
話
の
中
に
、
プ

ラ
ス
思
考
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
が
し

っ
か
り
と
う
か
が
え
る
。

金
事
務
所
の
厚
生
年
金
適
用
調
査
課

長
を
務
め
て
い
る
。
高
松
東
年
金
事

務
所
の
管
轄
す
る
厚
生
年
金
の
適
用

事
業
所
数
は
六
、
八
九
〇
で
四
国
ブ

ロ
ッ
ク
本
部
で
は
二
番
目
の
数
、
ま

た
被
保
険
者
数
は
一
〇
四
、
七
二
五

人
で
四
国
ブ
ロ
ッ
ク
本
部
内
で
一
番

の
数
で
あ
る
。
こ
の
適
用
調
査
業
務

を
六
人
の
課
員
で
こ
な
し
て
い
る
。

　
「
限
ら
れ
た
職
員
数
の
中
で
業
務

を
こ
な
し
て
い
く
に
は
、
職
員
の
ス

キ
ル
ア
ッ
プ
と
自
己
研
鑽
が
必
要
で

す
。
知
識
は
研
修
に
よ
っ
て
身
に
つ

け
ら
れ
ま
す
が
、
経
験
を
積
む
こ
と

も
大
切
で
す
。
そ
の
た
め
の
機
会
を

適
切
に
与
え
て
い
く
こ
と
が
私
の
役

割
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
」。

　

大
崎
寿
男
厚
生
年
金
徴
収
課
長
も

岡
本
課
長
と
同
じ
く
、
日
本
年
金
機

構
発
足
と
同
時
に
こ
の
高
松
東
年
金

事
務
所
の
厚
生
年
金
徴
収
課
長
を
務

め
て
い
る
。
管
轄
す
る
事
業
所
数
が

多
い
だ
け
に
、
滞
納
事
業
所
数
も
多

い
。
処
分
票
を
確
認
し
、
徹
底
し
た

収
納
対
策
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
。

　
「
今
年
は
課
員
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ

を
重
視
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

外
部
か
ら
の
採
用
が
増
え
て
い
る
の

で
、
勉
強
会
も
積
極
的
に
進
め
て
い

ま
す
。
庁
時
代
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
基

に
、
新
規
滞
納
事
業
所
へ
の
対
応
を

徹
底
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。
経
験
を
さ
せ
な
が
ら
、
結
果
を

積
み
上
げ
た
い
で
す
」。

　

大
坪
覚
国
民
年
金
課
長
は
、
平
成

二
三
年
一
二
月
か
ら
高
松
東
年
金
事

務
所
の
国
民
年
金
課
長
を
務
め
て
い

る
。二
〇
歳
の
適
用
対
策
の
た
め
に
、

職
員
一
名
を
専
属
で
対
応
さ
せ
て
い

る
。

　

香
川
県
の
収
納
率
は
全
国
的
に
み

て
も
高
い
水
準
に
あ
り
、
七
〇
％
を

下
回
っ
て
い
な
い
。
免
除
勧
奨
や
特

別
催
告
状
な
ど
年
に
複
数
回
送
付
を

行
っ
て
い
る
と
い
う
。

　
「
国
民
年
金
制
度
へ
の
理
解
、
信

頼
回
復
の
た
め
に
は
、
継
続
し
て
で

き
る
対
策
を
、
継
続
し
て
や
っ
て
い

く
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
継
続
は
力
だ

と
思
い
ま
す
」。

　

西
山
敏
文
お
客
様
相
談
室
長
は
、

日
本
年
金
機
構
発
足
と
同
時
の
平
成

二
二
年
一
月
か
ら
高
松
東
年
金
事
務

所
の
お
客
様
相
談
室
長
を
務
め
て
い

る
。
相
談
ブ
ー
ス
は
五
つ
あ
り
、
一

二
名
の
ス
タ
ッ
フ
で
対
応
し
て
い

る
。
み
な
ベ
テ
ラ
ン
の
ス
タ
ッ
フ
で

あ
る
と
い
う
。

　
「
朝
礼
、
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
、
勉
強

会
を
利
用
し
て
職
員
の
ス
キ
ル
ア
ッ

プ
を
心
が
け
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

お
客
様
の
要
望
に
応
え
ら
れ
て
、
年

金
と
い
う
も
の
が
も
っ
と
身
近
に
感

じ
ら
れ
る
よ
う
な
と
こ
ろ
に
し
て
い

き
た
い
で
す
」。

最
初
に
感
じ
た
こ
と
は
、
課
と
課
の

間
に
や
や
垣
根
が
あ
る
よ
う
に
思
え

た
こ
と
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
も
徐
々

に
な
く
し
て
い
け
る
と
い
う
。
そ
れ

よ
り
も
何
よ
り
も
、
こ
こ
高
松
東
年

金
事
務
所
で
は
、
年
齢
層
が
圧
倒
的

に
若
い
こ
と
に
驚
い
た
そ
う
だ
。

　
「
高
松
東
年
金
事
務
所
で
は
、

五
〇
歳
以
上
の
正
規
職
員
は
一
人
も

い
ま
せ
ん
。
一
般
職
員
で
は
、
三
〇

歳
台
の
職
員
が
多
い
で
す
。
市
岡
年

金
事
務
所
の
と
き
と
は
違
っ
た
意
味

で
、
非
常
に
や
り
が
い
が
あ
る
と
感

じ
ま
し
た
」
と
語
る
。

　

特
に
、
国
民
年
金
保
険
料
の
収
納

率
に
関
し
て
は
、
市
岡
年
金
事
務
所

で
は
低
い
収
納
率
か
ら
出
発
し
た
だ

け
に
、
努
力
の
成
果
が
目
に
見
え
や

す
か
っ
た
が
、
こ
こ
香
川
県
は
、
全

国
的
に
も
収
納
率
が
高
い
こ
と
で
有

名
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
ハ
ー
ド
ル

が
高
い
。
こ
こ
は
、
林
所
長
の
チ
ャ

レ
ン
ジ
精
神
に
大
い
に
託
し
た
い
と

こ
ろ
で
あ
る
。

　

高
松
東
年
金
事
務
所
で
こ
れ
か
ら

取
り
組
も
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
三

つ
あ
る
。
一
つ
は
、
今
年
の
一
〇
月

か
ら
始
ま
る
国
民
年
金
保
険
料
の
後

納
制
度
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
い
わ

ゆ
る
基
金
突
合
減
額
（
厚
生
年
金
基

金
記
録
と
国
の
年
金
記
録
と
の
突
合

処
理
に
よ
る
過
払
年
金
の
減
額
処

　

石
本
謙
二
副
所
長
は
、
林
所
長
と

同
じ
く
こ
の
四
月
に
高
松
東
年
金
事

務
所
に
赴
任
し
た
ば
か
り
で
あ
る
。

お
隣
り
の
徳
島
県
の
出
身
で
、
高
松

東
年
金
事
務
所
の
勤
務
は
、
初
め
て

の
徳
島
県
外
で
の
勤
務
で
あ
る
。
香

川
県
の
人
た
ち
の
第
一
印
象
は
ど
ち

ら
か
と
い
う
と
寡
黙
で
真
面
目
だ
と

い
う
。

　
「
私
自
身
は
明
る
い
職
場
が
大
事

だ
と
思
い
ま
す
。
仕
事
は
明
る
く
楽

し
く
と
い
う
の
が
信
条
で
す
。
高
松

東
に
来
る
前
の
徳
島
北
年
金
事
務
所

で
は
、
民
間
出
身
の
副
所
長
か
ら
労

務
管
理
に
つ
い
て
多
く
の
こ
と
を
教

わ
り
ま
し
た
。職
員
の
皆
さ
ん
に
は
、

で
き
る
だ
け
残
業
時
間
を
減
ら
し
、

健
康
管
理
に
気
を
つ
け
て
い
た
だ
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
」。

　

岡
本
勝
利
厚
生
年
金
適
用
調
査
課

長
は
、
日
本
年
金
機
構
発
足
と
同
時

の
平
成
二
二
年
一
月
か
ら
高
松
東
年

高
松
東
年
金
事
務
所
と
は

　

香
川
県
内
に
は
、
高
松
東
年
金
事

務
所
、
高
松
西
年
金
事
務
所
そ
し
て

善
通
寺
年
金
事
務
所
の
三
つ
の
年
金

事
務
所
が
あ
る
。
高
松
東
年
金
事
務

所
は
、
昭
和
五
五
年
に
現
在
の
高
松

西
年
金
事
務
所
（
高
松
西
社
会
保
険

事
務
所
）
が
開
設
さ
れ
る
ま
で
は
高

松
市
内
唯
一
の
社
会
保
険
事
務
所
で

あ
っ
た
。

　

厚
生
年
金
保
険
に
関
し
て
は
、
高

松
市
内
を
南
北
に
通
る
中
央
通
り
を

境
に
し
て
、
東
側
に
あ
る
事
業
所
を

高
松
東
年
金
事
務
所
が
、
西
側
に
あ

る
事
業
所
を
高
松
西
年
金
事
務
所

が
、
そ
れ
ぞ
れ
管
轄
し
て
い
る
。

　

一
方
、
国
民
年
金
に
つ
い
て
は
、

高
松
西
年
金
事
務
所
が
高
松
市
全
域

を
管
轄
し
、
高
松
東
年
金
事
務
所
は

さ
ぬ
き
市
、東
か
が
わ
市
の
二
市
と
、

小
豆
郡
の
小
豆
島
町
と
土
庄
町
、
そ

し
て
木
田
郡
三
木
町
の
三
町
を
管
轄

あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
大

き
な
環
境
の
変
化
の
な
か
で
、
林
所

長
自
身
に
は
、
大
き
な
チ
ャ
レ
ン
ジ

精
神
が
芽
生
え
た
と
い
う
。

　
「
新
し
く
出
発
す
る
と
い
う
意
識
、

新
し
く
事
業
を
始
め
る
と
い
う
意
識

が
芽
生
え
、
良
い
意
味
で
新
鮮
さ
が

あ
り
ま
し
た
。
と
り
わ
け
、
市
岡
年

金
事
務
所
で
は
、
大
阪
と
い
う
大
都

市
の
地
域
的
特
徴
か
ら
国
民
年
金
の

保
険
料
の
収
納
率
は
き
わ
め
て
低
か

っ
た
で
す
。
し
か
し
、そ
れ
だ
け
に
、

努
力
を
す
れ
ば
す
る
だ
け
成
果
が
目

に
見
え
て
伸
び
て
い
き
ま
し
た
。
そ

し
て
、
そ
れ
が
私
を
含
め
職
員
の
モ

チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
上
げ
て
く
れ
ま
し

た
」。

年
齢
層
が
圧
倒
的
に
若
い

高
松
東

　

林
所
長
に
と
っ
て
、
二
年
間
の
市

岡
年
金
事
務
所
時
代
の
経
験
は
、
同

時
に
二
年
間
の
日
本
年
金
機
構
と
い

う
新
組
織
の
も
と
で
の
勤
務
経
験
で

も
あ
っ
た
。
こ
の
二
年
間
を
振
り
返

っ
て
、
林
所
長
は
、「
二
年
た
っ
た

こ
と
で
職
員
の
意
識
が
変
わ
っ
た
の

は
事
実
で
す
。
か
つ
て
の
公
務
員
と

し
て
の
目
線
か
ら
、
お
客
様
目
線
へ

と
変
わ
り
、
こ
れ
が
定
着
し
た
と
思

っ
て
い
ま
す
」
と
い
う
。

　

こ
こ
高
松
東
年
金
事
務
所
に
来
て

し
て
い
る
。

　

高
松
東
年
金
事
務
所
は
、
正
規
職

員
一
九
名
、
准
職
員
六
名
、
特
定
職

員
一
三
名
そ
し
て
ア
シ
ス
タ
ン
ト
職

員
五
名
の
計
四
三
名
の
ス
タ
ッ
フ
か

ら
な
る
。
に
ぎ
や
か
な
ア
ー
ケ
ー
ド

街
か
ら
離
れ
、
比
較
的
静
か
な
住
宅

街
に
位
置
し
た
年
金
事
務
所
で
あ

る
。
そ
れ
ほ
ど
新
し
い
建
物
で
は
な

い
が
、
中
に
入
る
と
実
に
き
れ
い
な

事
務
所
だ
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。

チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
の
所
長

　

こ
の
高
松
東
年
金
事
務
所
の
林
和

外
（
は
や
し
か
ず
と
）
所
長
は
、
平

成
二
四
年
四
月
一
日
に
赴
任
し
た
ば

か
り
で
、
ま
だ
一
か
月
し
か
た
っ
て

い
な
い
。
高
松
東
年
金
事
務
所
に
来

る
前
は
、
日
本
年
金
機
構
が
発
足
し

た
平
成
二
二
年
一
月
か
ら
今
年
の
三

月
ま
で
大
阪
市
内
の
市
岡
年
金
事
務

所
の
所
長
を
務
め
て
い
た
。

　

市
岡
年
金
事
務
所
長
と
し
て
の
勤

務
は
、
も
と
も
と
高
松
出
身
の
林
所

長
に
と
っ
て
初
め
て
の
県
外
で
の
単

身
勤
務
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
日
本

年
金
機
構
と
い
う
新
組
織
の
も
と
で

の
勤
務
で
あ
り
、
さ
ら
に
初
め
て
の

年
金
事
務
所
長
と
し
て
の
勤
務
で
も

高
松
東
年
金
事
務
所（
香
川
県
）

林和外所長

副
所
長
・
課
長
・
室
長
か
ら
一
言
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自分で入る公的な個人年金。

自営業者の方にもサラリーマンなみの老後保障を。

●掛金は全額所得控除で
　税金もお得。
●掛金は自由に設定。
※口数単位での設定になります。
　また、途中での変更も可能です。

老後まで
●基本は終身年金。
　だから、一生涯お受け取り。
●万が一の時にはご家族に一時金も。
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 （Ｂ型を除きます。）

老後から

ご職業ごとに加入できる職能型もあります。くわしくは
ホームページをご覧ください。

国民年金基金 検索
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冒
頭
で
阿
部
恂
会
長
は
、「
現
在
、

国
会
に
お
い
て
、
受
給
資
格
期
間
の

短
縮
や
低
所
得
者
加
算
な
ど
が
盛
り

込
ま
れ
た
年
金
機
能
強
化
法
案
が
審

議
さ
れ
て
い
る
。公
的
年
金
制
度
は
、

将
来
に
わ
た
っ
て
国
民
の
老
後
生
活

の
大
き
な
柱
と
な
る
も
の
で
あ
り
、

世
代
を
超
え
て
国
民
全
体
が
支
え
合

う
相
互
扶
助
の
枠
か
ら
外
れ
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
年
金
の
機
能
強
化
を

図
る
た
め
に
は
、
国
民
の
深
い
信
頼

と
理
解
を
得
る
と
同
時
に
、
国
民
に

適
切
な
情
報
を
提
供
し
、
十
分
な
議

論
を
尽
く
し
て
い
た
だ
き
た
い
」
と

挨
拶
し
た
。

　

議
事
は
阿
部
理
事
長
が
議
長
を
務

め
、
次
の
四
件
に
つ
い
て
審
議
さ
れ

た
。
▼
第
一
号
議
案
「
平
成
二
三
年

度
事
業
報
告
及
び
決
算
報
告
承
認
」

▼
第
二
号
議
案
「
平
成
二
四
年
度
事

業
計
画
案
及
び
収
支
予
算
案
承
認
」

▼
第
三
号
議
案「
役
員
の
一
部
選
任
」

▼
第
三
号
議
案
の
二
「
副
会
長
の
選

任
」。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
提
案
ど
お

り
了
承
さ
れ
た
。

　

平
成
二
四
年
度
事
業
計
画
で
は
、

年
金
制
度
の
普
及
及
び
発
展
向
上
の

た
め
の
広
報
事
業
及
び
年
金
委
員
の

組
織
化
等
の
年
金
委
員
活
動
支
援
事

業
等
に
取
り
組
む
こ
と
と
し
て
い

る
。

　

ま
た
、
定
期
総
会
資
料
と
し
て
、

日
本
国
民
年
金
協
会
の
あ
り
方
に
関

す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
が
配
布
さ
れ
た
。

こ
れ
は
日
本
国
民
年
金
協
会
の
存
廃

や
、
今
後
の
動
き
方
に
関
す
る
問
題

に
つ
い
て
会
員
の
意
見
を
求
め
る
も

の
で
、
そ
れ
を
基
に
こ
れ
か
ら
の
協

会
の
あ
り
方
が
決
め
ら
れ
る
。

　

理
事
会
で
選
任
、
総
会
で
承
認
さ

れ
た
役
員
は
次
の
と
お
り
（
敬
称

略
）。
▼
会
長
・
阿
部
恂
（
日
本
健

康
開
発
財
団
理
事
）
▼
副
会
長
・
森

民
夫
（
全
国
市
長
会
長
・
長
岡
市

長
）、
藤
原
忠
彦
（
全
国
町
村
会
長
・

川
上
村
長
）
▼
専
務
理
事
・
河
野
暁

（
日
本
国
民
年
金
協
会
理
事
）
▼
理

事
・
船
後
正
道
（
元
共
済
組
合
連
盟

会
長
）、
加
藤
栄
一
（
国
民
年
金
基

金
普
及
推
進
協
議
会
理
事
長
）、
都

村
敦
子
（
国
際
厚
生
事
業
団
監
事
）、

吉
田
英
男
（
三
浦
市
長
）、
井
上
久

則
（
飛
騨
市
長
）、
鈴
木
尚
（
富
士

市
長
）、
矢
田
立
郎
（
神
戸
市
長
）、

黒
田
晋
（
玉
野
市
長
）、
川
端
祐
樹

（
上
天
草
市
長
）、
平
松
克
喬
（
学
識

経
験
者
）

　

本
日
ご
列
席
の
皆
様
方
に
は
、
日

頃
か
ら
国
民
年
金
事
業
の
円
滑
な
推

進
に
格
段
の
ご
尽
力
を
い
た
だ
い
て

お
り
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

市
区
町
村
の
皆
様
に
は
、
窓
口
で

の
各
種
届
書
の
受
付
業
務
や
相
談
業

務
に
つ
き
ま
し
て
、
ご
理
解
と
ご
協

力
を
賜
っ
て
お
り
ま
す
。
特
に
年
金

記
録
問
題
へ
の
対
応
に
つ
き
ま
し
て

は
、「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」
を
持
参

さ
れ
た
方
へ
の
相
談
対
応
や
、
昨
年

よ
り
開
始
い
た
し
ま
し
た
「
ね
ん
き

ん
ネ
ッ
ト
」
の
窓
口
に
お
け
る
対
応

な
ど
、
多
く
の
市
区
町
村
に
ご
協
力

を
い
た
だ
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
重
ね
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
と

と
も
に
、
引
き
続
き
、
ご
協
力
の
程

よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

今
日
、
我
が
国
の
公
的
年
金
制
度

は
、
国
民
の
老
後
生
活
を
支
え
る
柱

で
あ
り
、
少
子
高
齢
化
が
進
展
す
る

中
で
、
公
的
年
金
を
は
じ
め
と
す
る

社
会
保
障
全
体
を
持
続
可
能
な
も
の

と
し
て
い
く
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
の

我
が
国
の
社
会
の
在
り
方
に
お
い
て
、

極
め
て
重
要
な
課
題
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
な
か
、
厚
生
労
働
省
で

は
日
本
年
金
機
構
と
密
接
に
連
携
し
、

年
金
記
録
問
題
の
解
決
を
は
じ
め
と

し
た
公
的
年
金
へ
の
信
頼
回
復
な
ど
、

諸
般
の
課
題
に
取
り
組
む
一
方
、
社

会
保
障
と
税
の
一
体
改
革
の
関
連
法

案
に
つ
い
て
、
国
会
で
の
ご
審
議
を

お
願
い
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

本
日
は
、
貴
重
な
機
会
を
い
た
だ

き
ま
し
た
の
で
、
特
に
お
願
い
し
た

い
こ
と
を
三
点
ほ
ど
申
し
上
げ
た
い

と
思
い
ま
す
。

　

一
点
目
は
、
国
民
年
金
の
納
付
率

の
向
上
に
つ
い
て
で
す
。
国
民
年
金

保
険
料
の
現
年
度
納
付
率
は
、
本
年

二
月
末
現
在
の
全
国
数
値
は
五
七
・

六
％
で
あ
り
、
前
年
同
期
比
で
マ
イ

ナ
ス
の
〇
・
七
％
と
、
大
変
に
厳
し

い
状
況
が
続
い
て
お
り
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
も
、
市
区
町
村
か
ら
ご

提
供
い
た
だ
い
た
未
納
者
の
所
得
情

報
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
保
険
料
の

負
担
能
力
が
乏
し
い
方
に
は
、
免
除

や
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
を
確
実
に

勧
奨
し
、
十
分
な
負
担
能
力
が
あ
り

な
が
ら
納
付
義
務
を
果
た
さ
な
い
方

に
は
、
強
制
徴
収
に
よ
る
厳
正
な
対

応
を
図
る
な
ど
、
未
納
者
の
属
性
に

応
じ
た
き
め
細
か
な
対
策
を
行
っ
て

い
ま
す
。
今
後
は
こ
う
し
た
取
り
組

み
を
更
に
強
化
し
、
納
付
率
の
低
下

に
歯
止
め
を
か
け
て
い
く
所
存
で
す
。

　

磁
気
媒
体
に
よ
る
所
得
情
報
の
提

供
な
ど
、
年
金
事
務
所
か
ら
は
す
で

に
様
々
な
お
願
い
を
申
し
上
げ
て
い

る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
今
後

と
も
、ど
う
か
よ
り
一
層
の
ご
理
解
、

ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
よ
ろ

し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

二
点
目
は
、
国
民
年
金
保
険
料
の

納
付
の
特
例
に
つ
い
て
で
す
。
現
在

は
、
未
払
い
の
国
民
年
金
保
険
料
を

遡
っ
て
納
め
ら
れ
る
の
は
過
去
二
年

分
で
す
が
、「
年
金
確
保
支
援
法
」
に

よ
っ
て
、
施
行
の
本
年
一
〇
月
一
日

か
ら
三
年
間
に
限
り
、
過
去
一
〇
年

分
ま
で
遡
っ
て
納
め
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。
こ
の
制
度
を
ご
利
用
い

た
だ
く
こ
と
で
、
受
給
資
格
の
確
保
、

年
金
額
の
増
額
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

　

市
区
町
村
の
皆
様
に
は
、
順
次
、

地
方
厚
生
局
及
び
日
本
年
金
機
構
か

ら
ご
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の

で
、
住
民
の
皆
様
か
ら
の
照
会
対
応

や
自
治
体
広
報
紙
へ
の
情
報
掲
載
な

ど
、ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

三
点
目
は
、
国
民
年
金
適
用
関
係

届
書
の
電
子
媒
体
化
に
つ
い
て
。
国

民
年
金
第
一
号
被
保
険
者
の
資
格
取

得
・
喪
失
、
種
別
変
更
な
ど
の
届
出

は
、
市
区
町
村
に
お
い
て
受
理
い
た

だ
き
、
こ
れ
を
日
本
年
金
機
構
へ
ご

報
告
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

現
在
、
こ
の
ご
報
告
の
方
法
は
、

す
べ
て
書
類
の
送
付
に
よ
り
い
た
だ

い
て
お
り
ま
す
が
、
平
成
二
五
年
四

月
か
ら
は
、
電
子
媒
体
で
も
ご
報
告

い
た
だ
け
る
よ
う
、
準
備
を
進
め
て

い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
ち
ら
に
つ
き
ま
し
て
も
、順
次
、

日
本
年
金
機
構
か
ら
ご
説
明
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
市
区
町
村
の

皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
電
子
媒

体
で
の
報
告
を
可
能
と
す
る
た
め
の

シ
ス
テ
ム
改
修
等
の
準
備
を
し
て
い

た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。
な
お
、
シ
ス
テ
ム
改
修
に
伴

う
経
費
に
つ
き
ま
し
て
は
、
別
途
、

国
民
年
金
等
事
務
取
扱
交
付
金
で
措

置
す
る
予
定
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

本
日
は
、
特
に
お
願
い
し
た
い
三

点
に
絞
っ
て
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
ど
う
か
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

　
㈳
日
本
国
民
年
金
協
会
は
五
月
二
二
日
、
東
京
都
千
代

田
区
の
ル
ポ
ー
ル
麹
町
に
て
第
五
四
回
定
期
総
会
を
開
催

し
た
。
平
成
二
三
年
度
事
業
報
告
及
び
二
四
年
度
事
業
計

画
等
が
満
場
一
致
で
承
認
さ
れ
た
。

今
別
府 

敏
雄 

氏

厚
生
労
働
省
年
金
局

年
金
管
理
審
議
官

祝辞保
険
料
の
納
付
率
向
上
の
た
め

取
り
組
み
強
化
を

年
金
確
保
支
援
法
に
よ
る

納
付
の
特
例
に
つ
い
て

国
民
年
金
適
用
関
係
届
書

電
子
媒
体
化
に
つ
い
て

代読する吉田智課長補佐
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社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
に
関
連

す
る
年
金
法
案
は
、
二
四
年
度
の
予

算
に
関
係
す
る
か
ど
う
か
、
あ
る
い

は
準
備
作
業
の
進
捗
な
ど
に
応
じ
て
、

三
本
の
法
律
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。

　

年
金
機
能
強
化
法
案
と
被
用
者
年

金
一
元
化
法
案
の
二
つ
は
予
算
非
関

連
法
案
で
、
現
在
、
社
会
保
障
と
税

の
一
体
改
革
に
関
す
る
特
別
委
員
会

で
議
論
さ
れ
て
い
る
問
題
で
す
。

　

ま
た
、
国
年
法
改
正
法
案
と
い
う

の
は
、
予
算
関
連
法
案
で
す
が
、
一

体
改
革
の
特
別
委
員
会
で
の
一
括
審

議
と
い
う
の
は
認
め
ら
れ
ず
、
別
個

に
厚
生
労
働
委
員
会
な
ど
で
審
議
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

一
つ
目
の
法
案
、
年
金
機
能
強
化

法
案
と
は
、「
公
的
年
金
制
度
の
財

政
基
盤
及
び
最
低
保
障
機
能
の
強
化

等
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案
」
を
略
称
し
て

い
ま
す
。

　

社
会
保
障
と
税
の
一
体
改
革
に
お

け
る
目
玉
と
し
て
消
費
税
の
引
き
上

げ
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
引
き
上
げ
に

よ
っ
て
得
ら
れ
た
財
源
の
、
年
金
に

お
け
る
使
い
道
を
定
め
た
の
が
こ
の

法
律
案
で
す
。

　

法
案
の
中
に
は
、
そ
の
消
費
税
収

を
充
て
て
い
く
と
い
う
項
目
が
い
く

つ
か
あ
り
ま
す
が
、
一
つ
が
最
低
保

障
機
能
の
強
化
を
図
る
こ
と
、
そ
れ

か
ら
、
基
礎
年
金
の
国
庫
負
担
を
三

分
の
一
か
ら
二
分
の
一
に
引
き
上
げ

る
た
め
の
財
源
に
使
う
こ
と
で
す
。

も
う
一
つ
は
、
遺
族
基
礎
年
金
を
現

行
の
母
子
家
庭
の
み
で
は
な
く
、
男

女
差
解
消
の
た
め
に
父
子
家
庭
へ
の

支
給
に
も
税
収
を
充
て
る
こ
と
で
す
。

　

最
低
保
障
機
能
の
強
化
に
つ
い
て

見
て
い
く
と
、
ま
ず
、
無
年
金
者
対

策
と
し
て
、
受
給
資
格
期
間
の
短
縮

と
い
う
案
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
現

在
は
、
年
金
の
受
給
資
格
期
間
は
二

五
年
で
す
。
そ
の
期
間
を
一
〇
年
に

短
縮
し
、
納
め
た
期
間
に
応
じ
て
年

金
支
給
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

一
〇
年
分
で
本
当
に
年
金
と
呼
べ

る
の
か
、
短
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
見
方
が
あ
り
ま
し
た
が
、
払

っ
た
分
に
つ
い
て
は
き
ち
ん
と
戻
し

て
ほ
し
い
と
い
っ
た
声
に
も
配
慮

し
、
海
外
の
状
況
も
見
な
が
ら
こ
う

し
た
改
革
案
と
な
り
ま
し
た
。

　

低
年
金
者
対
策
で
は
、
低
所
得
者

等
へ
の
加
算
案
が
あ
り
ま
す
。
低
所

得
、低
年
金
に
な
る
理
由
と
し
て
は
、

や
は
り
保
険
料
の
未
納
や
免
除
が
考

え
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、
介
護
保
険

制
度
の
例
に
な
ら
っ
て
低
所
得
者
と

認
め
ら
れ
た
方
に
は
、
老
齢
基
礎
年

金
に
月
額
六
千
円
の
加
算
を
行
う
こ

と
と
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、同
じ
低
年
金
で
あ
っ
て
も
、

免
除
の
手
続
き
を
き
ち
ん
と
し
た
方

に
は
、
そ
れ
な
り
の
評
価
を
し
、
満

額
の
老
齢
基
礎
年
金
の
六
分
の
一
相

当
を
加
算
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

期
間
に
応
じ
た
額
と
な
る
の
で
、
一

〇
年
間
免
除
さ
れ
た
方
の
場
合
、
一

万
六
六
六
円
の
四
分
の
一
で
二
、
六

六
六
円
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
仕
組
み
に
つ
い
て
は
、
現
在
、

年
金
の
負
担
と
給
付
の
原
則
を
崩
す

の
で
は
、
と
か
な
り
厳
し
い
批
判
を

受
け
て
い
ま
す
。
今
後
の
国
会
で
も

議
論
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　

同
様
の
観
点
か
ら
議
論
さ
れ
る
こ

と
が
見
込
ま
れ
る
も
の
と
し
て
、
高

所
得
者
の
年
金
額
の
調
整
案
が
あ
り

ま
す
。
年
金
は
老
後
に
収
入
が
減
少

し
た
と
き
の
備
え
と
い
う
性
格
が
あ

る
た
め
、
現
役
世
代
と
比
べ
て
も
非

常
に
高
い
収
入
を
得
て
い
る
老
齢
者

に
は
、
一
部
年
金
の
受
給
を
ご
遠
慮

い
た
だ
け
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

当
然
、
保
険
料
を
払
っ
た
分
を
調

整
す
る
の
は
難
し
い
た
め
、
上
限
は

国
庫
負
担
分
ま
で
と
し
て
、
全
体
の

半
分
ま
で
を
支
給
停
止
す
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
全
体
的
に
は
一
％
に
も

満
た
な
い
高
所
得
の
方
々
が
対
象
と

な
る
制
度
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

次
は
、
基
礎
年
金
国
庫
負
担
二
分

の
一
の
恒
久
化
に
つ
い
て
で
す
。
平

成
二
〇
年
度
ま
で
は
安
定
財
源
を
積

み
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
三
分
の
一
か

ら
の
引
き
上
げ
を
図
っ
て
き
ま
し
た

が
、
二
一
年
度
以
降
は
臨
時
財
源
と

し
て
、
そ
の
つ
ど
財
源
を
探
し
て
差

額
を
埋
め
て
き
ま
し
た
。
消
費
税
が

引
き
上
げ
ら
れ
る
平
成
二
六
年
度
か

ら
は
、
恒
久
的
な
財
源
と
し
て
こ
こ

に
充
て
よ
う
と
い
う
改
正
で
す
。

　

ま
た
、
短
時
間
労
働
者
に
対
す
る

厚
生
年
金
の
適
用
拡
大
は
、
非
正
規

労
働
者
の
方
に
社
会
保
険
を
適
用
し

て
、
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
を
強
化
す

る
と
い
う
こ
と
、
特
に
女
性
の
就
業

意
欲
の
促
進
が
目
的
に
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
平
成
一
九
年
に
同
様
の

法
案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
が
、
衆
議

院
の
解
散
に
よ
り
廃
案
と
な
っ
て
い

ま
し
た
。

　

当
時
は
対
象
者
に
つ
い
て
、
週
三

〇
時
間
以
上
を
週
二
〇
時
間
以
上
に

変
更
し
、
そ
の
他
い
ろ
い
ろ
な
条
件

を
付
す
こ
と
で
一
〇
～
二
〇
万
人
が
、

厚
生
年
金
の
適
用
拡
大
対
象
に
な
る

と
い
う
こ
と
で
し
た
。
今
回
も
週
二

〇
時
間
以
上
は
同
じ
で
す
が
、
前
回

は
形
式
的
に
は
パ
ー
ト
労
働
者
な
が

ら
も
正
社
員
並
み
の
方
た
ち
を
拡
大

対
象
と
し
て
い
た
の
に
対
し
、
今
回

は
、
賃
金
の
下
限
を
月
額
九
・
八
万

円
か
ら
七
・
八
万
円
に
下
げ
て
、
賃

金
の
低
い
方
も
含
め
て
厚
生
年
金
の

対
象
に
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

一
方
で
、
前
回
は
、
従
業
員
数
が

三
〇
一
人
以
上
の
企
業
が
対
象
で
し

た
が
、
厳
し
い
経
済
状
況
を
勘
案

し
、
五
〇
一
人
以
上
の
企
業
を
対
象

と
す
る
こ
と
で
、
中
小
企
業
に
配
慮

し
た
か
た
ち
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
対
象
者
数
は
四
五
万
人
に
増

加
し
て
、
対
象
が
広
が
る
か
た
ち
で

提
案
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　
「
被
用
者
年
金
一
元
化
法
案
」（
被

用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る

た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案
）
は
、
先
ほ
ど

の
短
時
間
労
働
者
の
適
用
拡
大
と
同

じ
よ
う
に
、
平
成
一
九
年
に
法
案
を

提
出
し
た
も
の
の
廃
案
と
な
っ
て
お

り
、
こ
れ
も
再
チ
ャ
レ
ン
ジ
で
す
。

　

基
本
的
に
は
、
共
済
年
金
と
厚
生

年
金
の
差
異
を
厚
生
年
金
に
統
一
し

て
い
く
と
い
う
内
容
で
す
。
具
体
的

に
差
異
の
例
を
見
て
み
る
と
、
遺
族

厚
生
年
金
は
一
度
受
給
者
が
決
ま
れ

ば
そ
の
後
失
権
し
た
場
合
は
次
の
順

位
の
方
に
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
が
、

遺
族
共
済
年
金
は
失
権
し
て
も
次
の

方
に
権
利
が
移
り
ま
す
（
転
給
）。

　

ま
た
、
在
職
老
齢
年
金
の
話
題
が

マ
ス
コ
ミ
な
ど
で
も
よ
く
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
ま
す
。
厚
生
年
金
は
年
齢

に
よ
っ
て
支
給
停
止
の
か
か
る
範
囲

が
変
わ
り
ま
す
が
、
共
済
年
金
で
は

年
齢
に
よ
る
差
は
あ
り
ま
せ
ん
。
六

五
歳
ま
で
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
Ｏ
Ｂ
の

方
は
給
与
と
年
金
の
合
計
が
二
八
万

円
超
か
ら
支
給
停
止
が
始
ま
り
ま
す

が
、
退
職
共
済
年
金
受
給
者
が
厚
年

被
保
険
者
等
と
な
っ
た
場
合
は
、
四

六
万
円
ま
で
は
支
給
停
止
さ
れ
ま
せ

ん
。
こ
う
い
っ
た
点
を
す
べ
て
厚
生

年
金
に
統
一
す
る
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
お
り
ま
す
。

　

次
に
、
厚
生
年
金
の
約
二
割
に
相

当
す
る
職
域
加
算
と
い
う
給
付
が
共

済
年
金
の
三
階
部
分
と
し
て
存
在
し

て
い
ま
す
。
逆
に
保
険
料
率
は
、
厚

生
年
金
が
一
六
％
台
で
あ
る
の
に
対

し
て
国
共
済
と
地
共
済
が
一
五
％
台
、

私
学
共
済
が
一
三
％
台
で
す
。
共
済

年
金
の
方
が
、
よ
り
低
い
保
険
料
率

で
、
よ
り
高
い
給
付
が
出
て
い
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
保
険
料
率
に
つ
い

て
は
、
現
在
い
ず
れ
の
制
度
に
お
い

て
も
引
き
上
げ
て
い
ま
す
が
、
こ
の

ス
ピ
ー
ド
は
変
え
ず
に
将
来
的
に
統

一
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

た
だ
、
保
険
料
率
を
す
べ
て
統
一

す
る
の
が
三
九
年
で
は
ず
い
ぶ
ん
遅

い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
こ
の
一
元
化
法
の
施
行
は

平
成
二
七
年
で
す
。
そ
の
段
階
で
三

階
部
分
と
い
う
の
は
廃
止
し
、
し
か

も
保
険
料
率
を
据
え
置
く
こ
と
を
考

え
る
と
、
施
行
時
点
で
共
済
年
金
の

保
険
料
率
が
ぐ
っ
と
上
が
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
そ
の
後
、
同
じ
ペ
ー
ス

で
上
げ
て
い
き
、
最
終
的
に
厚
生
年

金
と
並
び
ま
す
。
平
成
二
七
年
段
階

で
か
な
り
保
険
料
率
の
差
が
解
消
さ

れ
、
そ
の
あ
と
時
間
を
か
け
て
統
一

し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

国
年
法
改
正
法
案
（
国
民
年
金
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案
）の
内
容
は
、

交
付
国
債
と
特
例
水
準
解
消
の
二
点

で
す
。
一
つ
目
は
、
基
礎
年
金
国
庫

負
担
割
合
を
二
分
の
一
に
引
き
上
げ

る
に
あ
た
り
、
二
四
年
度
は
年
金
交

付
国
債
に
よ
り
、
不
足
し
て
い
る
一

三
・
五
％
分
を
賄
う
こ
と
と
す
る
も

の
で
す
。

　

臨
時
財
源
を
探
す
と
い
う
の
も
限

界
が
あ
り
、
今
回
考
え
ら
れ
た
の
が

交
付
国
債
と
い
う
も
の
で
す
。
一
般

の
赤
字
国
債
と
違
っ
て
、
発
行
の
段

階
で
は
国
庫
か
ら
の
支
出
を
伴
わ
な

い
も
の
の
、
年
金
財
政
の
な
か
で
資

産
計
上
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、

年
金
財
政
に
は
穴
が
開
き
ま
せ
ん
。

　

こ
の
交
付
国
債
は
将
来
の
消
費
税

引
き
上
げ
分
を
財
源
に
し
て
償
還
し

て
い
く
た
め
、
注
目
す
べ
き
点
の
一

つ
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

最
後
に
特
例
水
準
の
解
消
で
す
。

平
成
一
一
年
か
ら
一
三
年
に
か
け

て
、
マ
イ
ナ
ス
の
物
価
ス
ラ
イ
ド
を

行
わ
な
い
時
期
が
あ
っ
た
た
め
、
現

在
支
給
さ
れ
て
い
る
年
金
額
は
、
本

来
の
年
金
額
よ
り
も
二
・
五
％
高
く

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
特
例
水
準

と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
す
が
、
こ

れ
ま
で
累
計
で
約
七
兆
円
余
分
に
年

金
額
を
支
払
っ
て
き
ま
し
た
。

　

こ
の
ま
ま
続
け
る
と
、
今
後
は
マ

ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
の
発
動
が
遅
れ

る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
世
代
間
の

不
公
平
を
助
長
し
て
し
ま
い
ま
す
。

こ
れ
を
早
期
に
解
消
す
る
た
め
に
期

間
を
三
年
間
と
定
め
て
、
二
・
五
％

分
を
〇
・
九
％
、
〇
・
八
％
、
〇
・

八
％
と
決
め
て
計
画
的
に
解
消
を
し

て
い
く
と
い
う
制
度
で
す
。

　

年
金
局
で
は
こ
の
三
本
、
一
体
改

革
が
ら
み
の
法
案
を
提
出
し
て
い
る

と
と
も
に
、
主
婦
年
金
の
追
納
法
案

が
継
続
審
議
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま

だ
ま
だ
課
題
が
あ
る
状
況
で
す
が
、

一
つ
一
つ
解
消
し
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
今
回
民
主
党
か
ら
示
さ
れ
た
新
し
い
年
金
制
度
は
、

所
得
比
例
年
金
と
最
低
保
障
年
金
か
ら
な
る
新
し
い

年
金
制
度
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
制
度
の
実
施
に
あ
た
っ
て
の
問
題
は
、

現
行
制
度
か
ら
移
行
し
て
い
く
に
は
非
常
に
長
い
時

間
を
要
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。
完
全
移
行
に
は
四
〇

年
間
必
要
だ
と
い
う
計
算
が
で
て
い
る
。

　
そ
の
長
い
時
間
が
か
か
る
中
で
、
い
ま
目
の
前
に

あ
る
課
題
を
先
送
り
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、

去
年
一
年
か
け
て
審
議
会
や
政
府
与
党
の
や
り
取
り

な
ど
で
考
え
ら
れ
た
内
容
が
、
現
段
階
で
法
律
案
と

し
て
国
会
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。

社
会
保
障
・
税
一
体
改
革

に
お
け
る
年
金
法
案

年
金
機
能
強
化
法
案

被
用
者
年
金
一
元
化
法
案

国
年
法
改
正
法
案
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　日本年金機構では、厚生労働省と協力して、11月を

「ねんきん月間」と位置づけている。「ねんきん月間」の

期間中は、国民に公的年金制度に対する理解を深めても

らうため、毎年さまざまな啓発活動が展開され、全国各

地で年金出張相談などが開催される。

　この啓発活動の一環として、日本年金機構では、下記

の要領で公的年金制度との関わりについてのエッセイを

募集している。

●テーマ

　応募者自身や、家族などの身近な人と公的年金制度と

の関わりについて、「わたしと年金」をテーマにしたエッ

セイ。公的年金の大切さ、公的年金との関わり、または

社会保障としての公的年金の意義などに関するエピソー

ドを盛り込むこと。

●募集期間

　平成24年6月1日㈮から平成24年9月30日㈰まで。

●発表

　最優秀作品をはじめとする優秀作品については、11月

下旬に日本年金機構ホームページに全文を掲載して発表。

※詳細については、日本年金機構ホームページを参照。

「わたしと年金」エッセイ募集

06

地
方
分
権一〇
年
と
国
民
年
金
事
務
（
続
）

地
方
分
権一〇
年
と
国
民
年
金
事
務
（
続
）

　

地
方
分
権
一
括
法
で
は
、
従
前
の

機
関
委
任
事
務
に
関
わ
る
包
括
的
な

指
揮
監
督
権
を
廃
止
し
、
国
に
よ
る

関
与
に
つ
い
て
は
、
新
た
な
事
務
区

分
ご
と
の
基
本
類
型
に
沿
っ
て
必
要

最
小
限
の
も
の
と
す
る
こ
と
と
さ
れ

た
。
そ
し
て
、
地
方
公
共
団
体
に
対

す
る
国
ま
た
は
都
道
府
県
の
関
与
に

つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
原
則
に
基

づ
い
て
見
直
し
、
整
備
を
行
う
も
の

と
さ
れ
た
。

①
法
定
主
義
の
原
則　

関
与
に
あ
た

っ
て
は
、
法
律
ま
た
は
こ
れ
に
基
づ

く
政
令
の
根
拠
を
必
要
と
す
る
。

②
一
般
法
主
義
の
原
則　

地
方
自
治

法
に
関
与
の
一
般
的
な
ル
ー
ル
を
定

め
る
。

　

関
与
は
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る

た
め
に
必
要
最
小
限
の
も
の
と
し
、

地
方
公
共
団
体
の
自
主
性
お
よ
び
自

立
性
に
配
慮
す
る
。

③
公
正
・
透
明
の
原
則　

関
与
に
関

す
る
手
続
に
つ
い
て
は
、
書
面
の
交

付
、
許
可
・
認
可
等
の
審
査
基
準
や

標
準
処
理
期
間
の
設
定
、
公
表
等
を

定
め
る
。

　

な
お
、
国
と
地
方
公
共
団
体
と
の

関
与
に
関
わ
る
係
争
処
理
に
つ
い
て

は
、
第
一
義
的
に
「
国
地
方
係
争
処

理
委
員
会
」
が
審
査
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。

◆
処
理
基
準

　

地
方
分
権
一
括
法
に
よ
っ
て
地
方

自
治
法
で
は
、
法
定
受
託
事
務
に
関

す
る
処
理
基
準
の
根
拠
規
定
が
置
か

れ
た
。
こ
れ
は
、法
定
受
託
事
務
が
、

本
来
は
国
が
果
た
す
べ
き
事
務
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
公
平
性
・
実
効
性
の

観
点
か
ら
、
全
国
規
模
で
あ
る
程
度

の
統
一
性
を
図
る
こ
と
が
必
要
と
考

え
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。

　

国
民
年
金
の
法
定
受
託
事
務
に
お

い
て
は
、
全
国
規
模
で
統
一
性
を
図

る
こ
と
が
公
平
性
・
実
効
性
の
観
点

か
ら
必
要
で
あ
り
、
ま
た
、
地
方
分

権
一
括
法
の
施
行
後
は
、
都
道
府
県

で
国
民
年
金
事
務
を
行
わ
な
く
な
る

こ
と
か
ら
、
国
に
お
い
て
処
理
基
準

（
国
民
年
金
事
務
処
理
基
準
）
を
定

め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

地
方
分
権
以
後
は
、
国
民
年
金
の

事
務
は
、
法
令
（
法
律
・
政
令
・
省

令
）
ま
た
は
処
理
基
準
に
基
づ
い
て

処
理
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
国
民

年
金
事
務
処
理
基
準
に
は
、
法
令
に

根
拠
の
あ
る
事
務
で
、
市
町
村
が
行

う
事
務
処
理
の
手
順
等
に
つ
い
て
規

定
し
て
い
る
。

　

な
お
、
地
方
分
権
以
後
は
、
都
道

府
県
の
国
民
年
金
主
管
課
が
社
会
保

険
庁
の
地
方
支
分
部
局
で
あ
る
地
方

社
会
保
険
事
務
局
に
移
行
す
る
こ
と

と
な
っ
た
た
め
、
法
律
改
正
等
に
伴

う
処
理
基
準
の
改
正
が
あ
っ
た
場
合

の
市
町
村
へ
の
伝
達
は
、
地
方
社
会

保
険
事
務
局
か
ら
市
町
村
へ
通
知
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。

◆
技
術
的
な
助
言
・
勧
告
と

　
資
料
の
提
出
の
要
求

　

改
正
後
の
地
方
自
治
法
で
は
、「
技

術
的
な
助
言
又
は
勧
告
」
に
つ
い
て

規
定
さ
れ
て
い
る
。「
技
術
的
な
助

言
又
は
勧
告
」
と
は
、
援
助
し
、
協

力
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
非
権
力
的

な
関
与
の
こ
と
で
、
各
大
臣
が
適
切

と
認
め
る
客
観
的
に
妥
当
性
の
あ
る

行
為
ま
た
は
措
置
を
実
施
す
る
よ
う

に
促
し
た
り
、
ま
た
は
そ
れ
を
実
施

す
る
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
示
し

た
り
す
る
こ
と
を
指
す
。

　

ま
た
、「
勧
告
」
は
、
助
言
よ
り

も
強
い
権
限
で
あ
っ
て
、
勧
告
を
受

け
た
場
合
に
は
、
勧
告
を
尊
重
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
を
負
う
が
、

法
律
上
勧
告
に
必
ず
従
う
べ
き
拘
束

を
受
け
て
そ
の
履
行
を
強
制
さ
れ
る

も
の
で
は
な
い
も
の
と
さ
れ
た
。

　

国
民
年
金
事
務
に
お
け
る
市
町
村

へ
の
助
言
等
に
つ
い
て
は
、
地
方
社

会
保
険
事
務
局
ま
た
は
社
会
保
険
事

務
所
か
ら
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
。

◆
是
正
の
指
示

　

市
町
村
へ
の
法
定
受
託
事
務
に
関

す
る
是
正
の
指
示
は
、
原
則
と
し
て

都
道
府
県
知
事
が
行
う
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き

そ
の
他
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
各
大
臣
が
行
う
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
さ
れ
た
。

　

国
年
事
務
に
お
い
て
是
正
の
指
示

を
行
う
た
め
に
は
、
そ
の
前
段
階
と

し
て
助
言
・
勧
告
を
行
う
こ
と
と
な

る
た
め
、
通
常
の
案
件
は
助
言
・
勧

告
の
段
階
で
是
正
さ
れ
る
も
の
と
さ

れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
是
正
の
指
示

が
必
要
と
な
る
場
合
と
い
う
の
は
、

助
言
・
勧
告
を
さ
れ
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
法
令
に
違
反
し
た
り
ま
た

は
著
し
く
適
正
を
欠
い
て
い
る
こ
と

か
ら
、
緊
急
を
要
す
る
と
認
め
ら
れ

る
と
き
に
、
地
方
自
治
法
に
基
づ
い

て
、
地
方
社
会
保
険
事
務
局
等
が
行

う
こ
と
に
な
っ
た
。

　

ま
た
、
地
方
社
会
保
険
事
務
局
等

が
是
正
の
指
示
を
行
う
場
合
は
、
地

方
自
治
法
の
一
般
原
則
に
則
っ
て
、

書
面
で
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
。な
お
、

市
町
村
が
是
正
の
指
示
に
従
わ
な
か

っ
た
場
合
に
は
、
代
執
行
等
の
手
続

を
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
さ

れ
た
。

◆
代
執
行
等
に
つ
い
て

　

代
執
行
は
、
地
方
公
共
団
体
の
長

の
法
定
受
託
事
務
の
管
理
・
執
行
の

法
令
違
反
等
に
対
し
て
、
勧
告
・
指

示
・
裁
判
と
い
う
諸
手
続
を
経
た
う

え
で
、
な
お
そ
の
地
方
公
共
団
体
の

長
が
違
反
等
の
是
正
を
し
な
い
と
き

に
、
各
大
臣
が
そ
の
長
に
代
わ
っ
て

是
正
の
た
め
に
必
要
な
事
項
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
最
も
強
力

な
関
与
の
形
態
で
あ
る
。

　

国
民
年
金
事
務
に
お
い
て
代
執
行

が
行
わ
れ
る
場
合
と
い
う
の
は
、
是

正
の
指
示
等
の
関
与
に
よ
っ
て
も
是

正
さ
れ
な
い
場
合
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
場
合
は
、
ま
ず
地
方
社
会
保
険

事
務
局
等
が
社
会
保
険
庁
に
そ
の
事

実
を
報
告
し
、
社
会
保
険
庁
は
、
地

方
社
会
保
険
事
務
局
等
の
報
告
に
基

づ
い
て
都
道
府
県
知
事
へ
代
執
行
等

の
手
続
に
つ
い
て
の
指
示
を
行
う
。

そ
し
て
都
道
府
県
知
事
は
、
地
方
自

治
法
の
一
般
原
則
に
則
っ
て
、
代
執

行
等
の
手
続
を
と
る
こ
と
に
な
る
。

◆
監
査
・
指
導
に
つ
い
て

　

市
町
村
に
対
す
る
監
査
お
よ
び
指

導
に
つ
い
て
は
、地
方
分
権
以
後
は
、

国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
関
係
が
対

等
協
力
の
関
係
と
な
っ
た
こ
と
か

ら
、
法
律
ま
た
は
こ
れ
に
基
づ
く
政

令
に
根
拠
が
な
い
限
り
、
監
査
や
指

導
と
い
う
名
目
で
市
町
村
へ
の
関
与

を
行
う
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
。

　

し
か
し
、
国
民
年
金
事
務
が
適
正

に
行
わ
れ
て
い
る
か
否
か
を
確
認
す

る
事
務
は
、
事
業
運
営
上
必
要
な
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
を
実
施
す
る
方
法

と
し
て
考
え
ら
れ
た
も
の
は
、
た
と

え
ば
、
①
地
方
自
治
法
の
一
般
原
則

に
よ
る
資
料
の
要
求
を
行
い
、
そ
れ

に
基
づ
い
て
事
務
が
適
正
に
行
わ
れ

て
い
る
か
ど
う
か
を
判
断
し
、
助

言
・
勧
告
・
是
正
の
指
示
を
行
う
方

法
や
、
②
交
付
金
の
決
算
資
料
に
基

づ
い
て
、
適
正
な
処
理
を
行
っ
て
い

な
い
場
合
は
、
そ
の
旨
を
指
摘
し
、

改
善
を
求
め
る
方
法
な
ど
で
あ
る
。

◆
事
務
取
扱
要
領
等
に
つ
い
て

　

地
方
分
権
の
実
施
前
は
、
法
令
ま

た
は
通
知
等
以
外
に
都
道
府
県
が
作

成
し
た
事
務
取
扱
要
領
に
基
づ
い
て

事
務
が
行
わ
れ
て
き
た
。
地
方
分
権

以
後
は
、
法
令
ま
た
は
処
理
基
準
に

基
づ
い
て
事
務
処
理
が
行
わ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
法
令
ま
た

は
処
理
基
準
を
適
正
に
運
用
し
て
い

く
た
め
に
、「
助
言
」
と
し
て
地
方

社
会
保
険
事
務
局
が
事
務
取
扱
要
領

等
を
作
成
し
て
市
町
村
に
提
示
す
る

こ
と
も
可
能
と
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
適
用
促
進
事
務
等
、
自
治

事
務
と
し
て
行
う
こ
と
と
な
る
事
務

に
つ
い
て
も
、
市
町
村
の
求
め
に
応

じ
て
「
助
言
」
と
し
て
の
位
置
づ
け

を
明
示
し
て
市
町
村
へ
提
供
す
る
こ

と
は
可
能
と
さ
れ
た
。

　
前
回
に
引
き
続
き
、
地
方
分
権
に
よ
る
国
民
年
金
事
務
改
善
の
中
身
を
ふ
り

返
る
。

　
今
回
は
、
国
に
よ
る
関
与
等
に
つ
い
て
、
地
方
分
権
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に

見
直
し
と
再
編
・
整
備
が
行
わ
れ
た
か
に
つ
い
て
み
て
お
き
た
い
。

国
に
よ
る
関
与
等
の

見
直
し
と
整
備

国
民
年
金
事
務
に
お
け
る

国
の
関
与
等

国の包括的な指揮監督権

自治事務 法定受託事務

●助言または勧告
●資料の提出の要求
●協議
●是正の要求

●助言または勧告
●資料の提出の要求
●協議
●同意
●許可、認可または承認
●是正の指示
●代執行

●新たな事務区分ごとに関与の基本類型を地方自治法に規定。
●関与はできる限り基本類型に従う。

廃止
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いつ起きるかわからない、
いつ起きてもおかしくない。
“その時”に備えて─

地震に備えるポイントが１冊でわかるパンフレット

地震に備える ●平成23年5月発行

地震が起きる前に日頃からこころえておくべき準備から、地震が起
きた時に安全に避難するための方法や応急手当・救命手当、住まい
の防災まで、地震に備えるポイントを網羅しています。 

   
地域住民のための防災対策    
パンフレット＆リーフレット    

   

テーマごとにコンパクトにまとめたリーフレット 

災害のとき！ 
あなたの助けが 
必要な人がいます。
災害時要援護者を守るため
に、日頃の地域交流のあり
方や災害時に要援護者を支
援するポイントを解説。 

グラッときたとき！ 
あなたの家の家具は
倒れませんか？ 
大地震の時の家具類の転倒・
落下を防止するための、自
分でできる対策や安心度を
高める一工夫などを解説。

イザというとき！ 
覚えておきたい 
応急手当と救命手当 
けがや心肺停止などの急病
に対して、病院で治療を受
ける前に施しておきたい応
急手当・救命手当を図解。 

A4判/4頁カラー
定価：42円（本体40円＋税）
監修：高橋  洋 （ＮＰＯ法人  災害福祉広域

支援ネットワーク・サンダーバード理事） 

＊＊名称刷込み（スミ１色）をご希望の場合は、21,000円（税込）で申し受けます。  

ご注文・お問い合わせは─ 

年友企画（株）

Q
．厚
生
年
金
の
被
保
険
者

の
保
険
料
は
ど
の
よ
う

に
決
め
ら
れ
、
ど
の
よ

う
に
納
め
る
の
で
す
か
。

保
険
料

　

厚
生
年
金
保
険
の
保
険
料
は
、
毎

月
の
給
与
（
標
準
報
酬
月
額
）
と
賞

与
（
標
準
賞
与
額
）
に
共
通
の
保
険

料
率
を
か
け
て
計
算
さ
れ
ま
す
。
保

険
料
率
は
毎
年
九
月
に
引
き
上
げ
ら

れ
ま
す
。
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
料

は
、
事
業
主
と
被
保
険
者
が
半
分
ず

つ
負
担
し
ま
す
。

標
準
報
酬
月
額

　

厚
生
年
金
保
険
で
は
、
被
保
険
者

が
受
け
取
る
給
与
を
一
定
の
幅
で
区

分
し
た
報
酬
月
額
に
当
て
は
め
て
決

定
し
た
標
準
報
酬
月
額
を
、
保
険

料
や
年
金
額
の
計
算
に
用
い
ま
す
。

標
準
報
酬
月
額
は
、
一
等
級
（
九
・

八
万
円
）
か
ら
三
〇
等
級
（
六
二
万

円
）
ま
で
区
分
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

厚
生
年
金
保
険
で
標
準
報
酬
月
額

の
対
象
と
な
る
報
酬
は
、
被
保
険
者

が
自
己
の
労
働
の
対
償
と
し
て
受
け

る
す
べ
て
の
も
の
を
い
い
ま
す
。

　

厚
生
年
金
保
険
で
標
準
報
酬
月
額

の
対
象
と
な
る
報
酬
は
、
基
本
給
の

ほ
か
、
役
付
手
当
、
家
族
手
当
、
通

勤
手
当
、
住
宅
手
当
な
ど
、
現
金
ま

た
は
現
物
で
支
給
さ
れ
る
も
の
を
い

Ｑ
．海
外
居
住
者
の
た
め
の

国
民
年
金
の
任
意
加
入

の
手
続
や
年
金
を
受
け

る
た
め
の
手
続
に
つ
い

て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

●
任
意
加
入
の
手
続

　

海
外
に
居
住
し
て
い
る
日
本
人

で
、
二
〇
歳
以
上
六
五
歳
未
満
の
人

と
、
昭
和
四
〇
年
四
月
一
日
以
前
に

生
ま
れ
た
六
五
歳
以
上
七
〇
歳
未
満

の
人
は
、
国
民
年
金
に
任
意
加
入
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
昭

和
四
〇
年
四
月
一
日
以
前
に
生
ま
れ

た
六
五
歳
以
上
七
〇
歳
未
満
の
人

で
、
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
資
格
を

満
た
し
て
い
る
人
は
任
意
加
入
で
き

ま
せ
ん
。

　

任
意
加
入
の
手
続
の
窓
口
は
次
の

よ
う
に
な
り
ま
す
。

・
こ
れ
か
ら
海
外
に
転
出
す
る
人
―

住
所
地
の
市
区
町
村

・
現
在
、
海
外
に
居
住
し
て
い
る
人

―
日
本
国
内
に
お
け
る
最
後
の
住

所
地
を
管
轄
す
る
年
金
事
務
所

・
日
本
に
住
所
を
有
し
た
こ
と
が
な

い
人
―
東
京
都
の
千
代
田
年
金
事

務
所
（
国
民
年
金
課
）

※
日
本
国
民
年
金
協
会
の
手
続
代
行

事
務
は
、
平
成
一
九
年
六
月
末
を

も
っ
て
終
了
し
て
い
ま
す
。

●
年
金
を
受
け
る
と
き
の
手
続

　

国
民
年
金
、
厚
生
年
金
な
ど
の
年

金
を
受
け
る
た
め
に
は
、
自
分
で
年

金
請
求
の
手
続
を
行
う
必
要
が
あ
り

ま
す
。
海
外
で
生
活
し
て
い
る
人
も

同
様
で
す
。

　

ま
ず
、
年
金
請
求
書
を
取
り
寄
せ

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
年
金
請
求
書

は
、
日
本
の
年
金
事
務
所
か
ら
取
り

寄
せ
る
こ
と
も
で
き
ま
す
が
、
日
本

年
金
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
の
が
便
利
で
す
。

　

年
金
請
求
書
の
提
出
先
は
、
国
民

年
金
（
基
礎
年
金
）
を
請
求
す
る
場

合
に
は
、
日
本
で
最
後
に
住
ん
で
い

た
市
区
町
村
を
管
轄
す
る
年
金
事
務

所
、
厚
生
年
金
を
請
求
す
る
場
合
に

は
、
最
後
に
勤
め
て
い
た
事
業
所
を

管
轄
す
る
年
金
事
務
所
で
す
。
郵
送

で
提
出
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
社
会
保
障
協
定
を
締
結
し

て
い
る
国
に
住
ん
で
い
る
場
合
に

は
、
日
本
へ
の
年
金
請
求
書
を
、
各

国
の
年
金
制
度
の
実
施
機
関
の
窓
口

に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ

の
年
金
請
求
書
は
、
協
定
の
締
結
国

専
用
の
も
の
が
用
意
さ
れ
て
お
り
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
。

●
年
金
の
送
金
に
つ
い
て

　

年
金
は
、
年
六
回
、
指
定
し
た
金

融
機
関
に
振
り
込
ま
れ
ま
す
。
振
込

先
の
銀
行
口
座
は
年
金
請
求
の
際
に

請
求
者
が
指
定
し
ま
す
。
本
人
名
義

の
口
座
で
あ
れ
ば
、
海
外
の
口
座
で

の
受
け
取
り
も
可
能
で
す
。
海
外
へ

の
年
金
の
送
金
は
、
銀
行
振
り
込
み

と
な
り
ま
す
。
送
金
手
数
料
は
差
し

引
か
れ
な
い
の
が
原
則
で
す
。

＊�「
国
民
年
金
よ
く
あ
る
質
問
」は
、

当
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ

れ
て
い
ま
す（http://www.nenkin.

or.jp/emember/faq_box/

）。会
員

の
み
な
さ
ま
向
け
で
あ
る
こ
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、
内
容
を
更
新

し
て
、順
次
掲
載
し
て
い
き
ま
す
。

い
ま
す
。

　

な
お
、
年
四
回
以
上
支
給
さ
れ
る

賞
与
も
、
標
準
報
酬
月
額
の
対
象
と

な
る
報
酬
に
含
ま
れ
ま
す
。

標
準
報
酬
月
額
の
決
定・改
定

●
資
格
取
得
時
決
定　
被
保
険
者
が

資
格
取
得
し
た
際
の
報
酬
に
基
づ
き

一
定
の
方
法
で
報
酬
月
額
を
決
定
し
、

資
格
取
得
月
か
ら
そ
の
年
の
八
月
ま

で
の
各
月
の
標
準
報
酬
と
し
ま
す
。

●
定
時
決
定　
毎
年
七
月
一
日
現
在

で
使
用
さ
れ
る
事
業
所
に
お
い
て
、

四
・
五
・
六
月
の
三
か
月
（
い
ず
れ
も

基
礎
日
数
一
七
日
以
上
）
に
受
け
た

報
酬
の
総
額
を
そ
の
期
間
の
月
数
で

わ
っ
た
額
（
報
酬
月
額
）
で
標
準
報

酬
を
決
定
し
、
九
月
か
ら
翌
年
八
月

ま
で
の
標
準
報
酬
月
額
と
し
ま
す
。

●
随
時
改
定　
被
保
険
者
の
報
酬
が

昇
給
・
降
給
等
で
固
定
的
賃
金
に
変

動
が
あ
り
、継
続
し
た
三
か
月
間（
い

ず
れ
も
基
礎
日
数
一
七
日
以
上
）
に

受
け
た
報
酬
総
額
を
三
で
わ
っ
た
額

が
従
前
の
報
酬
月
額
に
比
べ
て
二
等

級
以
上
変
動
し
た
場
合
に
改
定
し
ま

す
。

●
育
児
休
業
改
定　
被
保
険
者
か
ら

の
届
出
に
よ
っ
て
、
育
児
休
業
等
終

了
日
の
翌
日
が
属
す
る
月
以
後
三
か

月
間
に
受
け
た
報
酬
の
平
均
額
に
基

づ
き
、
そ
の
翌
月
か
ら
新
し
い
標
準

報
酬
月
額
に
改
定
し
ま
す
。

●
保
険
者
決
定　
①
資
格
取
得
時
決

定
や
定
時
決
定
に
よ
る
算
定
が
困
難

な
と
き
、ま
た
②
資
格
取
得
時
決
定
・

定
時
決
定
・
随
時
改
定
の
際
の
算
定

額
が
著
し
く
不
当
で
あ
る
と
き
、
③

一
時
帰
休
に
よ
る
変
動
が
あ
っ
た
と

き
、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
算
定

す
る
額
を
被
保
険
者
の
報
酬
月
額
と

し
て
標
準
報
酬
月
額
を
決
定（
改
定
）

し
ま
す
。

標
準
賞
与
額

　

標
準
賞
与
額
と
は
、
実
際
の
税
引

き
前
の
賞
与
の
額
か
ら
千
円
未
満
の

端
数
を
切
り
捨
て
た
も
の
で
、
支

給
一
回
（
同
じ
月
に
二
回
以
上
支

給
さ
れ
た
と
き
は
合
算
）
に
つ
き
、

一
五
〇
万
円
が
上
限
と
な
り
ま
す
。

　

厚
生
年
金
保
険
で
標
準
賞
与
額
の

対
象
と
な
る
賞
与
は
、
賃
金
、
給
料
、

俸
給
、
賞
与
等
の
名
称
を
問
わ
ず
、

被
保
険
者
が
労
働
の
対
償
と
し
て
受

け
る
も
の
の
う
ち
年
三
回
以
下
の
回

数
で
支
給
さ
れ
る
も
の
を
い
い
ま
す
。

　

厚
生
年
金
保
険
で
標
準
賞
与
額
の

対
象
と
な
る
賞
与
は
、
賞
与
、
ボ
ー

ナ
ス
、
期
末
手
当
、
年
末
手
当
、
夏

（
冬
）
季
手
当
、
勤
勉
手
当
な
ど
、

年
三
回
以
下
の
回
数
で
支
給
さ
れ
る

も
の
、
お
よ
び
そ
の
他
一
時
的
に
支

給
さ
れ
る
も
の
を
い
い
ま
す
。

保
険
料
の
納
め
方

　

健
康
保
険
・
厚
生
年
金
保
険
の
保

険
料
は
、
年
金
事
務
所
が
徴
収
し
ま

す
。
事
業
主
は
、
毎
月
の
給
料
ま
た

は
賞
与
か
ら
被
保
険
者
負
担
分
の
保

険
料
を
差
し
引
い
て
、
事
業
主
負
担

分
の
保
険
料
と
あ
わ
せ
て
、
翌
月
の

末
日
ま
で
に
納
め
ま
す
。

　

保
険
料
額
は
、
事
業
主
か
ら
提
出

さ
れ
た
被
保
険
者
の
資
格
取
得
、
喪

失
、
標
準
報
酬
月
額
ま
た
は
賞
与
支

払
等
の
変
動
に
関
す
る
届
出
内
容
を

も
と
に
毎
月
二
〇
日
頃
、
年
金
事
務

所
か
ら
事
業
主
へ
「
保
険
料
納
入
告

知
額
通
知
書
」
ま
た
は
「
保
険
料
納

入
告
知
書
」
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

事
業
主
は
、
通
知
書
等
に
記
載
さ

れ
た
保
険
料
額
を
、
口
座
振
替
で
、

ま
た
は
「
保
険
料
納
入
告
知
書
」
を

添
え
て
金
融
機
関
で
、
納
め
ま
す
。

国民年金
よくある

質　問

厚生年金
よくある

質　問



昭和34年3月30日第3種郵便物認可

Vol.6372012. 6. 5 08

学
生
納
付
特
例
の
対
象
者
は
？

　

日
本
国
内
に
住
む
す
べ
て
の
人
は
、

二
〇
歳
に
な
っ
た
と
き
か
ら
国
民
年

金
の
被
保
険
者
と
な
り
、
保
険
料
の

納
付
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

学
生
に
対
し
て
は
、
申
請
に
よ
っ
て

在
学
中
の
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ

れ
る「
学
生
納
付
特
例
制
度
」が
設
け

ら
れ
て
い
ま
す
。

学
生
と
は
？

　

学
生
納
付
特
例
で
い
う
学
生
と

は
、
大
学（
大
学
院
）、
短
期
大
学
、
高

等
学
校
、
高
等
専
門
学
校
、専
修
学
校

お
よ
び
各
種
学
校
、一
部
の
海
外
大
学

の
日
本
分
校
に
在
学
す
る
学
生
で
、

夜
間
・
定
時
制
課
程
や
通
信
課
程
の

学
生
も
含
ま
れ
ま
す
。
な
お
、
私
立
の

各
種
学
校
に
つ
い
て
は
、
修
業
年
限

が
一
年
以
上
の
課
程
の
場
合
は
都
道

府
県
知
事
の
認
可
を
受
け
た
学
校
に

限
り
、
ま
た
海
外
大
学
の
日
本
分
校

に
つ
い
て
は
文
部
科
学
大
臣
が
個
別

に
指
定
し
た
課
程
に
限
り
ま
す
。

所
得
基
準
は
？

　

学
生
納
付
特
例
に
は
所
得
基
準
が

あ
り
、
本
人
の
所
得
が
次
の
額
以
下

の
場
合
に
対
象
と
な
り
ま
す
。

一
一
八
万
円
＋
扶
養
親
族
等
の
数
×

三
八
万
円
＋
社
会
保
険
料
控
除
等

　

申
請
者
本
人
の
み
の
所
得
を
み
る

た
め
、
本
人
以
外
の
家
族
の
所
得
は

問
い
ま
せ
ん
。

年
金
と
の
関
係
は
？

　

老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
る
た
め
に

は
、
原
則
と
し
て
保
険
料
の
納
付
済

期
間（
保
険
料
免
除
期
間
を
含
む
）が

二
五
年
以
上
必
要
で
す
。
学
生
納
付

特
例
の
承
認
を
受
け
た
期
間
は
、
こ

の
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
資
格
期
間

に
含
ま
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
老
齢
基
礎

年
金
の
年
金
額
の
計
算
対
象
と
な
る

期
間
に
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
学
生
納
付
特
例
制
度
の
承

認
を
受
け
て
い
れ
ば
、
そ
の
期
間
は
、

保
険
料
納
付
済
期
間
と
同
様
に
障
害

基
礎
年
金
の
支
給
要
件
と
な
る
対
象

期
間
に
含
ま
れ
ま
す
。

申
請
書
の
提
出
先
は
？

　

申
請
書
の
提
出
先
は
、
住
民
登
録

し
て
い
る
市
区
町
村
の
窓
口
で
す
。

　

ま
た
、
平
成
二
〇
年
四
月
か
ら
、
在

学
す
る
大
学
等
の
窓
口
で
も
申
請
手

続
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

大
学
等
の
窓
口
で
申
請
手
続
を
行

う
た
め
に
は
、
在
学
す
る
大
学
等
が

学
生
納
付
特
例
事
務
法
人
の
指
定
を

受
け
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、

よ
く
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

必
要
な
添
付
書
類
は
？

・
年
金
手
帳

・
学
生
等
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る

書
類（
在
学
証
明
書
ま
た
は
学
生
証

な
ど
の
写
し
）。
た
だ
し
、
申
請
手
続

き
を
行
う
際
に
市
区
町
村
役
場
の
窓

口
で
直
接
こ
れ
ら
を
提
示
す
る
場
合

は
添
付
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

・
前
年
所
得
の
状
況
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
書
類

・
退
職（
失
業
）し
た
人
が
申
請
を
行

う
場
合
は
、
退
職（
失
業
）し
た
こ
と

を
確
認
で
き
る
書
類（
雇
用
保
険
受

給
者
証
、
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職

票
等
の
写
し
）

　

申
請
が
遅
れ
る
と
、
申
請
日
前
に

生
じ
た
不
慮
の
事
故
や
病
気
に
よ
る

障
害
に
つ
い
て
、
障
害
基
礎
年
金
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
も
あ

り
ま
す
の
で
、
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

こ
の
記
事
は
市
区
町
村

の
広
報
誌（
紙
）
に
そ
の

ま
ま
掲
載
し
て
い
た
だ
け
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
記
事
は
当
協
会
の
Ｈ

Ｐ
か
ら
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
と
し
て
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
の
で
、
ご
自

由
に
お
使
い
く
だ
さ
い
。

ご
案
内

市区町村の
広報誌（紙）
掲載用

ご

活
用　　ください

国
民
年
金
の

保
険
料
納
付
が
困
難
な
学
生
は

学
生
納
付
特
例
の
手
続
を

で
あ
れ
ば
賃
金
の
一
五
％
相
当
額

が
支
給
さ
れ
ま
す
。
Ｋ
さ
ん
は
定

年
後
再
雇
用
で
、
仕
事
の
内
容
、

勤
務
地
も
時
間
も
変
わ
ら
ず
に
働

き
続
け
て
い
ま
す
。
変
わ
っ
た
の

は
賃
金
が
半
分
以
下
に
な
っ
た
こ

と
と
、
Ｋ
さ
ん
を
雇
っ
て
い
る
会

社
が
昨
年
、
関
連
の
別
会
社
に
な

っ
た
こ
と
で
す
。

　

会
社
が
代
わ
ろ
う
と
も
働
き
続

け
て
い
る
Ｋ
さ
ん
に
は
、
二
か
月

ご
と
に
約
四
万
五
千
円
の
給
付
金

が
支
給
さ
れ
る
は
ず
で
し
た
。
と

こ
ろ
が
こ
の
一
〇
か
月
も
の
間
、

入
金
が
途
絶
え
て
し
ま
っ
て
い
た

の
で
す
。
総
額
で
二
二
万
円
以
上

と
い
う
大
金
で
す
。

　

ど
う
し
た
も
の
か
と
勤
務
先
の

事
務
担
当
者
に
問
い
合
わ
せ
た
と

こ
ろ
、
新
し
い
会
社
の
担
当
者
が

二
か
月
ご
と
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
へ

の
申
請
手
続
き
を
し
て
い
な
か
っ

た
こ
と
が
分
か
っ
た
の
で
す
。

　

Ｋ
さ
ん
は
、「
会
社
の
せ
い
で

も
ら
え
な
い
の
は
納
得
で
き
な

い
」
と
担
当
者
に
抗
議
を
し
ま
し

た
。
早
速
、
担
当
者
は
ハ
ロ
ー
ワ

ー
ク
に
行
っ
て
給
付
金
を
受
け
ら

れ
る
よ
う
に
交
渉
し
ま
し
た
が
、

「
申
請
期
限
を
過
ぎ
た
も
の
は
受

け
付
け
ら
れ
な
い
」
と
断
ら
れ
て

し
ま
い
ま
し
た
。

　

高
年
齢
雇
用
継
続
基
本
給
付
金

の
申
請
手
続
き
は
、
事
業
主
ま
た

は
被
保
険
者
が
行
う
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。
厚
生
労
働
省
や
ハ
ロ

ー
ワ
ー
ク
で
は
、「
で
き
る
だ
け

事
業
主
が
行
う
よ
う
に
し
て
く

だ
さ
い
」
と
お
願
い
し
て
い
る
だ

け
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
会
社
側

に
申
請
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
は
い

え
、
事
業
主
に
よ
っ
て
違
い
が
あ

る
の
も
Ｋ
さ
ん
の
よ
う
な
不
利
益

を
招
い
て
し
ま
い
ま
す
。
定
年
後

も
働
く
人
は
、
す
べ
て
会
社
任
せ

に
せ
ず
、
自
分
で
も
確
認
し
て
お

く
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

　

ち
な
み
に
、
高
年
齢
雇
用
継
続

給
付
制
度
に
は
、
基
本
手
当
（
失

業
給
付
）
を
受
給
し
た
後
に
再
就

職
し
た
人
を
対
象
に
す
る
「
高
年

齢
再
就
職
給
付
金
」が
あ
り
ま
す
。

こ
ち
ら
の
手
続
き
は
事
業
主
が
行

う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

後
日
談
で
す
が
、
Ｋ
さ
ん
の
自

宅
に
は
、
勤
務
先
か
ら
お
米
五
キ

ロ
が
送
ら
れ
て
き
た
そ
う
で
す
。

フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
プ
ラ
ン
ナ
ー  

須す

藤ど
う 

臣と
み

　

食
品
卸
会
社
に
勤
務
す
る
六
二

歳
の
Ｋ
さ
ん
は
、
久
し
ぶ
り
に
記

帳
し
た
預
金
通
帳
を
見
て
、
雇
用

保
険
か
ら
の
入
金
が
途
絶
え
て
い

る
こ
と
に
気
が
付
き
ま
し
た
。
そ

の
お
金
と
は
、
雇
用
保
険
の
被
保

険
者
期
間
が
五
年
以
上
あ
っ
た
人

が
退
職
後
も
被
保
険
者
と
な
っ
て

働
く
場
合
、
六
〇
歳
時
の
賃
金
よ

り
も
七
五
％
未
満
に
下
が
っ
た
人

に
対
し
て
六
五
歳
ま
で
支
給
す
る

と
い
う
「
高
年
齢
雇
用
継
続
基
本

給
付
金
」
で
す
。
六
五
歳
ま
で
の

雇
用
の
継
続
を
援
助
す
る
高
年
齢

雇
用
継
続
給
付
制
度
の
一
つ
で
す
。

　

賃
金
の
低
下
率
が
六
一
％
以
下

市区町村の
広報誌（紙）
掲載用

ご

活
用　　ください

高
年
齢
雇
用
継
続
給
付
制
度

申
請
手
続
き
の
確
認
を

天 然 温 泉 と 森 林 浴

ヒルサイドホテル富士見は、標高1,300mの八ヶ岳南麓に面した富
士見高原の森の中にある赤レンガのホテルです。四季折々の素材
を使った夕食は、洋食コースか和食コースをチョイスできます。

長野船員保険健康福祉センター

〒399-0212　長野県諏訪郡富士見町立沢1-1182
TEL 0266-66-2111   FAX 0266-66-2562   HP http://www.sempos.or.jp./nagano/

平日▶大人 8,967円～
週末▶大人 10,353円～
（１泊２食付（夕食3,000円）税サ込）

和 室
（８畳）

平日▶大人 9,660円～
週末▶大人 11,046円～
（１泊２食付（夕食3,000円）税サ込）

洋 室
（ツイン）

宿泊特別割引券 ①大人1人１泊2食付1枚で2名様までご利用できます。
②特別企画・キャンペーンの場合はご利用できません。有効期限：H26.4.30まで

5月から
11月までは 但し、GW、お盆期間を除く

1,000円 12月から
4月までは 但し、年末年始期間を除く

2,000円 パック・プランについては
500円

上記料金は、２名様で１室ご利用された場合の1名様料金です（GW・夏季・年末年始は別途料金になります）。

お得な
平日プラン・パックもご用意

詳しくは、当ホテルまで
お問い合わせ下さい。


